
は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
京
都
の

園
会
は
、
神
輿
渡
御
と

山
鉾
巡
行
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
を
も
つ
祭
礼
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
祭
礼
が
は

じ
め
ら
れ
た
平
安
時
代
よ
り
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
が
、
神
輿
渡
御
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、

園
会
と
い
う
祭
礼
の
中
心
を
な
す
も
の
と
は
、
本
来
、
山
鉾
巡
行
の
ほ

う
で
は
な
く
、
神
輿
渡
御
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。

そ
の
神
輿
渡
御
に
は
、
今
も
昔
も
三
基
の
神
輿
が
関
係
す
る
。
中
世
の
呼
び
名
で

い
え
ば
、
大
宮
・
八
王
子
・
少
将
井
と
い
う
神
輿
で
あ
る
。
こ
の
三
基
の
神
輿
が
、

旧
暦
の
六
月
七
日
の
夕
刻
、

園
社
を
で
て
、
大
宮
・
八
王
子
の
二
基
の
神
輿
が
大

政
所
御
旅
所
へ
、
そ
し
て
、
残
る
一
基
、
少
将
井
が
少
将
井
御
旅
所
へ
移
動
す
る
。

こ
れ
が
神
幸
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
三
基
の
神
輿
、
つ
ま
り
三
柱
の
神
々
は
、
お

の
お
の
の
御
旅
所
で
七
日
間
、
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
七
日
後
の
六
月

一
四
日
の
夕
刻
、
ふ
た
た
び
御
旅
所
を
で
て
、

園
社
へ
も
ど
る
が
、
こ
れ
を
還
幸

と
い
い
、
こ
の
還
幸
と
さ
き
の
神
幸
を
あ
わ
せ
て
神
輿
渡
御
と
呼
ん
だ
。

ち
な
み
に
、
中
世
で
は
、
神
幸
の
こ
と
を
「
神
輿
迎
」
と
い
い
、
還
幸
の
こ
と
を

「

園
会
」「

園
御
霊
会
」
と
呼
ん
だ
。
つ
ま
り
、
中
世
で
は
、

園
会
と
い
え
ば
、

な
が
く
旧
暦
六
月
一
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
還
幸
の
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
神
輿
は
、
み
ず
か
ら
の
力
で
移
動
す
る

こ
と
は
な
い
。
こ
れ
を
舁
ぐ
人
び
と
が
い
て
、
は
じ
め
て
移
動
が
可
能
と
な
る
わ
け

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
の
こ
と
を
駕
輿
丁
（
史
料
で
は
、
駕
与
丁
、
加
与
丁
と
で

て
く
る
）
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
祭
礼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中

世
の
段
階
で
、
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
神
輿
を
舁
い
で
い
た
の
か
、
つ
ま
り
駕
輿
丁

の
実
態
と
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
近
世
、
江
戸
時
代
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
に

園
社
が
京
都
町
奉
行
に
提
出
し
た
口
上
書q

を
み
て
み
る
と
、
八
王

子
と
少
将
井
の
二
基
の
神
輿
に
つ
い
て
は
、「
両
基
之
駕
輿
丁
者
、
洛
中
某
之
町
々
ニ

御
定
被
為
置
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
き
め
ら
れ
た
町
々
が
担
当
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
し
て
、
そ
の
町
々
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
約
一
〇
年
後
の
元
禄
八
年
（
一
六

九
五
）
に
、

園
執
行
が
同
じ
く
京
都
町
奉
行
に
提
出
し
た
口
上
書w

に
み
ら
れ
る
、

「
二
基
之
神
輿
駕
輿
丁
役
之
町
、
於
洛
中
烏
丸
通
、二
帖
半
敷

町
、
釘
隠
町
、

室
町
通
、薬
師
町
、
御
池
町
、

松
本
町
、
山
王
町
、

西
洞

院
綾
小
路

下
ル
町
、

三
条
通
、松
木

町
、

油
小
路
、石
井
筒
町
、

車
屋
町
、

合
拾
町
、
此
外
寄
町
御
座
候
」
と
い
う
の
に

相
当
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
駕
輿
丁
に
つ
い
て
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
が
ら
も
、
そ

の
よ
う
す
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
と
さ
だ
か
で
は
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
中
世
の
史
料
の
な
か
に

は
、
右
の
よ
う
な
内
容
を
示
す
も
の
が
み
つ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
三
基
の
う
ち
、
残
さ
れ
た
大
宮
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
天
和
三
年
の
口
上
書
で
は
、「
大
宮
殿
之
駕
輿
丁
神
人
者
、
禁
中
御
厨
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子
所
供
御
之
役
人
、
摂
津
国
今
宮
村
惣
中
を
此
駕
輿
丁
役
人
ニ

被
附
、
諸
役
全
被
御

免
許
候
よ
り
已
来
、
前
代
足
利
殿
之
末
之
世
よ
り
　
御
当
家
ニ

至
迄
、
京
都
御
所
司

御
交
代
之
度
々
、
弥
諸
役
御
免
許
、
可
致
専
神
役
之
旨
御
下
知
状
頂
戴
仕
候
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
の
二
基
の
駕
輿
丁
と
は
異
な
り
、
洛
中
の
町
々
の
住
人
で
は
な

く
、

園
会
と
は
お
よ
そ
無
縁
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
遠
く
摂
津
国
の
今
宮
村
の
住

人
が
駕
輿
丁
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、
彼
ら
は
、「
禁
中
御
厨
子
所
」
の
「
供
御
之
役
人
」（
供
御
人
）
と
い
う
、

中
世
以
来
の
由
緒
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、「
足
利
殿
之
末
之
世
」
＝
戦
国
時
代
よ

り
、「
諸
役
御
免
許
」
の
特
権
を
う
け
、
そ
れ
は
、「
御
当
家
」
＝
江
戸
幕
府
の
時
代

に
な
っ
て
も
か
わ
ら
ず
、「
京
都
御
所
司
」
＝
所
司
代
が
交
代
す
る
ご
と
に
、
そ
の

特
権
を
認
め
る
旨
の
「
下
知
状
」
も
あ
た
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。

一
見
す
る
と
、
そ
れ
が
本
当
の
こ
と
な
の
か
ど
う
か
、
見
当
も
つ
か
な
い
よ
う
な

内
容
で
は
あ
る
が
、
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
三
基
の
神
輿
の
う
ち
、
大
宮
は
、
中
世
以
来
、
近
世
、

そ
し
て
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
い
た
る
ま
で
、
摂
津
国
今
宮
の
人
び
と
、
史
料
で

は
、
今
宮
神
人
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
舁
が
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の

園
会
神
輿
駕
輿
丁
と
し
て
の
今
宮
神
人
に
つ
い
て
、
検
討
を

加
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
今
宮
神
人
に
つ
い
て
は
、
実
は
、

商
業
史
の
観
点
か
ら
の
豊
田
武
氏
に
よ
る
研
究e

が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

近
年
で
も
、
漁
業
史
の
観
点
か
ら
の
春
田
直
紀
氏
に
よ
る
研
究r

も
公
に
さ
れ
て
い

る
。し

た
が
っ
て
、
今
宮
神
人
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
新
し
い
こ
と
を
論
じ
る
と
い
う

の
は
む
ず
か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、
た
だ
、
豊
田
・
春
田
の
両
氏
の
研
究
に
お
い
て

も
、
共
通
し
て
問
題
と
す
べ
き
点
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
今
宮
神
人
が
毎
年
の
よ

う
に
駕
輿
丁
と
し
て
か
か
わ
り
を
も
ち
つ
づ
け
た

園
会
の
実
態
に
そ
く
し
て
議
論

が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
氏
の
研
究
と
も
に
、

室
町
・
戦
国
時
代
の
状
況
に
ほ
と
ん
ど
段
階
差
を
み
な
い
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
宮
神
人
の
活
動
舞
台
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
主
戦
場
と
な

っ
た
京
都
で
あ
り
、
し
か
も
、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
っ
て

園
会
が
三
三
年
間
に

わ
た
っ
て
停
止
に
追
い
こ
ま
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
以
上
、
な
ん
ら
か
の
変
化
が

お
こ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
少
し
づ
つ
検
討
を
加
え
て
き
た
、
中

世

園
会
の
実
態
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実t

を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が

あ
き
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
、
今
宮
神
人
の
実
態
に
せ
ま
り
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、

あ
わ
せ
て
今
宮
神
人
に
と
っ
て
の

園
会
や
駕
輿
丁
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
も
あ
ら

た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
　

園
会
神
輿
駕
輿
丁

（
１
）
駕
輿
丁
と
喧
嘩

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
駕
輿
丁
と
は
、
神
輿
を
舁
ぐ
人
び
と
の
こ
と
を
意
味

す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
今
宮
神
人
が
、
た
と
え
ば
、
何
人
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し

て
大
宮
を
舁
い
で
い
た
の
か
と
い
う
と
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
も
っ
と
も
基
本
的
な

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
史
料
も
中
世
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
、
近
世
中
後
期
頃
、
今
宮
村
で
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
史
料y

に
は
、

「
一
、

園
大
宮
駕
輿
丁
神
人
ニ
付

、
毎
年
六
月
朔
日
よ
り
潔
斎
・
清
浄
・
別
火
ニ

相
改
、

同
六
月
七
日
神
輿
出
御
之
節
、
神
人
四
拾
八
人
・
当
役
之
者
弐
人
相
添
相
勤
、
同
十

四
日
神
輿
還
御
之
節
、
神
人
六
拾
八
人
当
役
之
者
弐
人
付
添
、
上
京
仕
、
古
例
之
通

相
勤
来
候
」
と
み
え
、
近
世
で
は
、
今
宮
村
か
ら
、
六
月
七
日
の
「
神
輿
出
御
」
＝

神
幸
の
と
き
に
は
四
八
人
が
、
ま
た
、
六
月
一
四
日
の
「
神
輿
還
御
」
＝
還
幸
の
と
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き
に
は
六
八
人
が
、
駕
輿
丁
と
し
て
京
都
へ
や
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
三
の
「
廣
田
社
」
の
項u

に
も
み
え

る
か
ら
、
近
世
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
み
え
る
よ
う
な
こ
と
が
、
も
し
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
古
例
」
で
あ
れ

ば
、
中
世
の
状
況
も
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料

が
な
い
の
で
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
、
神
輿
の
大
き
さ
が
、
中
世
と
近
世
と
で

さ
ほ
ど
の
変
化
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
め
や
す

に
は
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
か
り
に
大
宮
を
舁
ぐ
今
宮
神
人
が
五
〇
人
前
後
い
た
と
し
て
、
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
に
神
輿
を
舁
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
よ
う
な
中
世
の
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な

い
。そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
、
祭
礼
の
最
中
に
駕
輿
丁
が
ま
き
こ
ま
れ
た
事
件
を
手
が
か

り
に
、
神
輿
を
舁
ぐ
よ
う
す
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
事
件
と
は
、

す
な
わ
ち
喧
嘩
で
あ
る
。

実
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
の

園
会
に
か
か
わ
る
史
料
を
み
て
い
る
と
、
喧
嘩
に

関
す
る
記
事
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
喧
嘩
の
史
料

を
集
め
て
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
喧
嘩
相
手
の
一
方
と
し
て
駕
輿
丁
の
す
が
た
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在
の

園
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
だ
い
ぶ
ん
異
な
り
、
中
世
の

園
会
は
、
か
な

り
荒
々
し
い
祭
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
実
際
、「
殺
害
」「
死
人
」

「
手
負
」「
被
疵
者
」
と
い
う
文
字
が
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
喧
嘩
で
は
、
多
数
の
怪
我
人
や
死
者
も
で
た
。

た
と
え
ば
、
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
）
六
月
一
四
日
に
お
こ
っ
た
喧
嘩
を
、
醍

醐
三
宝
院
門
跡
満
済
の
日
記
『
満
済
准
后
日
記i

』
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

神
輿
還
御
後
、
於

園
大
門
前
、
少
将
院
駕
輿
丁
ト
宮
仕
ト
喧
嘩
、
宮
仕
ハ
纔
三

十
人
許
云
々
、
仍
犬
神
人
ヲ
相
憑
間
、
合
力
云
々
、
駕
輿
丁
ハ
二
百
人
許
云
々
、

公
方
小
舎
人
・
雑
色
、
少
将
院
御
輿
為
警
固
供
奉
間
、
彼
駕
輿
丁
ヲ
又
彼
等
合
力
、

半
時
計
戦
、
両
方
死
人
在
之
、
手
負
不
知
数
云
々
、

喧
嘩
が
お
こ
っ
た
現
場
は
、

園
社
大
門
（
南
門
）
の
前
、
無
事
、
還
幸
が
終
わ
っ

て
一
安
心
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
少
将
井
（
少
将
院
）
の
駕
輿
丁
と

園
社
に
つ
か

え
る
宮
仕o

と
が
喧
嘩
を
は
じ
め
た
。
こ
の
と
き
、
宮
仕
の
ほ
う
は
三
〇
人
ほ
ど
し
か

い
な
か
っ
た
た
め
、
神
輿
渡
御
の
先
導
を
つ
と
め
る
犬
神
人
に
合
力
を
た
の
ん
だ
こ

と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
相
手
方
の
駕
輿
丁
は
、
二
〇
〇
人
ほ
ど
も
い

た
。こ

の
二
〇
〇
人
す
べ
て
が
少
将
井
駕
輿
丁
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
残
る
大

宮
・
八
王
子
の
駕
輿
丁
を
含
め
た
数
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か

ら
な
い
が
、
駕
輿
丁
の
ほ
う
も
、
神
輿
渡
御
の
警
固
に
あ
た
っ
て
い
た
、
室
町
幕
府

侍
所
に
属
す
る
小
舎
人
・
雑
色
に
合
力
を
た
の
ん
だ
た
め
、
喧
嘩
は
、「
半
時
」
ば

か
り
に
お
よ
ぶ
戦
い
に
発
展
、
結
局
、
数
知
れ
ず
の
「
手
負
」
ば
か
り
か
、「
死
人
」

ま
で
だ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
も
の
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
神
輿
渡
御
に
供
奉
す
る
も
の
ば

か
り
、
つ
ま
り
は
関
係
者
同
士
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
き
っ
か
け
で
喧
嘩
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
で
は
さ
だ
か
で
は

な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
喧
嘩
が
お
こ
る
と
、
大
騒
動
へ
と
発
展
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
う
か
が
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
喧
嘩
で
は
、
駕
輿
丁
と
小
舎
人
・
雑
色
と
が
手
を
組
ん
で
宮

仕
・
犬
神
人
と
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
と
き

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
と
な
る
。

実
際
、
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
六
月
一
四
日
に
お
こ
っ
た
喧
嘩
な
ど
で
は
、
応

永
三
四
年
の
と
き
に
は
手
を
組
ん
で
い
た
、
駕
輿
丁
と
小
舎
人
・
雑
色
と
が
喧
嘩
を
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今
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神
人
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一
〇

表
１
　
室
町
・
戦
国
期
●
園
会
に
お
け
る
喧
嘩
一
覧
（
付
、
神
輿
の
状
況
）

西
暦

年
月
日

喧
嘩
地
点

双
方
の
喧
嘩
相
手

備
考
１
（
人
的
被
害
の
状
況
、
抄
出
）

備
考
２
（
神
輿
の
状
況
、
抄
出
）

典
拠

６
月
７
日
二
条
東
洞
院

少
将
井
神
人
等（
宮
主
法
師
）

神
人
一
人
殺
害

神
輿
振
棄
死
人
許
、
血
染
付
、
所
司
代
以
被
管
奉
舁
御
旅
、
師
守
記
・
東
寺
執
行
日
記

与
武
家
小
舎
人（
小
舎
人
雑
色
）

召
出
巫
女
奉
入

13
64
貞
治
３
年
６
月
14
日
三
条
油
小
路

田
楽
与
犬
神
人

田
楽
一
人
殺
害

二
基
神
輿
不
撤
死
人
、
成
申
御
行
、
侍
所
所
司
代
土
倉
勢
師
守
記

帯
甲
冑
、
若
党
奉
舁
神
輿

少
将
井
神
輿
触
穢
之
上
者
、
尤
奉
新
造
之
処
、
不
能
其
沙
東
寺
執
行
日
記

汰
還
御

13
65
貞
治
４
年
６
月
14
日

少
将
井
神
輿
為
武
家
沙
汰
、
仰
穢
多
奉
舁

師
守
記

14
20
応
永
27
年
６
月
14
日
●
園
社
内

少
将
井
駕
輿
丁
、
右
方（
少
将

宮
仕
死
去

八
坂
神
社
文
書
24
4

井
御
旅
所
）
神
主
供
奉
之
宮
仕

不
明

喧
嘩
出
来
、
駕
輿
丁
数
多
刃
傷
被
殺
害

看
聞
日
記

宮
仕
・
駕
輿
丁

師
郷
記

14
27
応
永
34
年
６
月
14
日

園
大
門
前

少
将
井
駕
輿
丁
ト
宮
仕

両
方
死
人
在
之
、
手
負
不
知
数

満
済
准
后
日
記

14
31
永
享
３
年
６
月
14
日
河
原
（
四
条
河
原
）

●
園
駕
輿
丁
与
小
舎
人
雑
色

両
方
手
負
数
十
人
在
之

御
輿
一
社
捨
置
河
原
間
、
小
舎
人
雑
色
等
下
部
当
職
内
満
済
准
后
日
記

者
共
三
四
百
人
奉
舁
之
、
神
輿
不
上
御
、
仍
園
大
門
マ

テ
奉
引

14
39
永
享
11
年
６
月
14
日
四
条
河
原

少
将
井
駕
輿
丁
与
公
人（
警
固
輩
）
駕
輿
丁
被
疵
者
有
之

師
郷
記

四
条
橋
辺

奉
射
立
箭
於
神
輿

建
内
記

駕
輿
丁
与
警
固
輩

矢
二
筋
立
神
輿

管
見
記

14
42
嘉
吉
２
年
６
月
14
日

三
条
高
倉
山
名
桟
敷
前

駕
輿
丁
之
内
刃
傷
・
殺
害
者
有
之

駕
輿
丁
等
棄
神
輿
退
散
之
間
、
侍
所
被
管
人
・
見
物
輩
奉
師
郷
記

舁
之
、
奉
成
還
御

於
山
名
金
吾
桟
敷

少
将
井
駕
輿
丁
等
与
山
名
被
官
駕
輿
丁
四
人
被
切
殺
、
被
疵
者
多
、
山
名
方
者
共
被
疵

駕
輿
丁
等
逃
失
、
侍
所
〈
佐
々
木
京
極
〉
令
下
知
小
舎
人
康
富
記

〈
三
条
東
洞
院
〉
前

人
雑
色
等
、
以
甲
乙
人
、
押
而
令
舁
入
神
輿
於
園
社
、

死
人
之
流
血
懸
少
将
井
神
輿

14
43
嘉
吉
３
年
６
月
14
日

去
年
汚
穢
神
輿
事
可
造
替
之
由
、
自
山
門
触
山
名
右
衛
門

建
内
記

佐
入
道
、
不
承
引
者
、
可
振
入
神
輿
於
彼
宿
所
之
由
、
及

沙
汰
之
処
、
自
座
主
被
宥
仰
静
謐
了
、
造
替
間
事
、
一
向

不
及
其
沙
汰
、
当
年
用
汚
穢
之
神
輿

14
44
文
安
元
年
６
月
７
日
四
条
東
洞
院

駕
輿
丁
等
喧
嘩
、
死
人
・
被
疵
等
有
之

師
郷
記

６
月
７
日
四
条
東
洞
院

大
政
所
（
大
宮
）
駕
輿
丁
与
少
死
者
三
人
、
手
負
少
々

師
郷
記

将
井
駕
輿
丁

14
46
文
安
３
年
６
月
14
日
路
次

大
政
所
（
大
宮
）
駕
輿
丁
与
師
師
子
切
駕
輿
丁

駕
輿
丁
不
舁
神
輿
致
訴
訟
、
仍
遅
々

師
郷
記

（
獅
）
子
舞

師
子
大
宮
駕
輿
丁
ハ
マ
ク
リ
ウ
リ
ヲ
切
ル

三
条
大
宮
ニ
御
輿
ヲ
ヲ
サ
ヘ
テ
訴
訟
申

園
社
記
13

14
47
文
安
４
年
６
月
14
日
三
条
万
里
小
路

少
将
井
駕
輿
丁
等
喧
嘩
、

建
内
記

所
々

喧
嘩

師
郷
記

14
48
文
安
５
年
６
月
７
日
四
条
東
洞
院

船
桙
等
警
固
喧
嘩
、
死
人
・
被
疵
者
等
有
之

師
郷
記

14
50
宝
徳
２
年
６
月
14
日

園
大
路

宮
仕
与
駕
輿
丁

被
疵
者
数
多

康
富
記

14
51
宝
徳
３
年
６
月
14
日
四
条
道
場
前

駕
輿
丁
与
河
原
者

河
原
者
家
等
令
放
火

駕
輿
丁
奉
棄
御
輿
於
路
次
之
間
、
侍
所
京
極
宿
駕
輿
丁
等
奉
成
神
輿
師
郷
記

14
53
享
徳
２
年
６
月
14
日
冷
泉
東
洞
院

少
将
井
駕
輿
丁
与
畠
山
被
官
人
駕
輿
丁
被
疵
者
多

師
郷
記

14
55
享
徳
４
年
６
月
14
日
神
幸
路
次

喧
嘩
出
来

四
条
京
極
辺
、
御
輿
御
逗
留
、
翌
朝
還
御

師
郷
記

14
59
長
禄
３
年
６
月
７
日
不
明

大
宮
駕
輿
丁
与
犬
神
人

犬
神
人
等
申
懸
空
言

園
社
記
続
録
１

14
64
寛
正
５
年
６
月
７
日
所
々

園
会
駕
輿
丁
与
社
人

八
坂
神
社
文
書
24
8・
経
覚
私
要
鈔

15
00
明
応
９
年
６
月
14
日
不
明

喧
訛
出
来
、
数
刻
闘
諍
、
被
疵
・
戦
死
数
十
人
、
不
知
其
数
御
輿
奉
振
棄

後
慈
眼
院
殿
御
記

15
07
永
正
４
年
６
月

三
条
室
町
と
烏
丸
間

少
将
井
神
輿
喧
嘩

奉
射
付
矢
於
御
輿

八
坂
神
社
文
書
27
4・
19
1・
27
5

15
10
永
正
７
年
６
月
７
日
不
明
（
及
晩
御
輿
渡
）

有
小
喧
嘩
事
、
陶
被
官
被
打
擲
之
間
、
令
切
腹

実
隆
公
記

15
52
天
文
21
年
６
月
７
日
不
明

喧
嘩
出
来
、
雑
色
一
人
手
籠

言
継
卿
記



し
た
と
い
う
こ
と
を
、『
満
済
准
后
日
記
』
は
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

於
河
原
、

園
駕
輿
丁
与
小
舎
人
・
雑
色
喧
嘩
出
来
、
両
方
手
負
数
十
人
在
之

云
々
、
仍
御
輿
一
社
捨
置
河
原
間
、
小
舎
・
雑
色
等
下
部

当
職
内
者
共
三
四
百

人
奉
舁
之
、
神
輿
不
上
御
、
仍

園
大
門
マ
テ
奉
引
云
々
、

今
回
も
現
場
が
、「
河
原
」
＝
四
条
河
原
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
ま
た
還
幸
の

終
わ
る
直
前
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
、
駕
輿

丁
は
、
そ
の
場
で
神
輿
を
舁
ぐ
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
御
輿
一
社
」
が

河
原
に
捨
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
神
輿
が

園
社
に
も
ど
ら
な
い
と

園
会
自
体
も
終
わ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
こ
で
は
、
や
む
な
く
喧
嘩
相
手
だ
っ
た
小
舎
人
・
雑
色
と
か
れ
ら
の
属
す

る
「
当
職
」
＝
侍
所
頭
人
、
赤
松
満
祐
の
内
者
た
ち
三
、
四
〇
〇
人
が
集
ま
っ
て
移

動
さ
せ
た
。

も
っ
と
も
、
神
輿
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

園
社
大
門
ま
で
引
い
て
い
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
、
四
〇
〇
人
で
は
人
数
が
少
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、

神
輿
は
駕
輿
丁
で
な
い
と
、

園
社
へ
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
記
事
だ
け
で
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
が
、
お
そ

ら
く
後
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
喧
嘩
は
、
も
ち
ろ
ん
神
輿
渡
御
に
供
奉
す
る
も
の
同
士
ば
か
り
で
お

こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
見
物
人
と
の
あ
い
だ
で
も
、
喧
嘩
が
お
こ
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
嘉
吉
二
年
（
一
四
四
二
）
六
月
一
四
日
に
お
こ
っ
た
喧
嘩
と
い
う
の

は
、
中
原
康
富
の
日
記
『
康
富
記!0

』
に
よ
れ
ば
、「
神
幸
時
、
於
山
名
金
吾
（
持
豊
）

桟
敷
三
条
東

洞
院
、

前
、
少
将
井
駕
輿
丁
等
与
山
名
被
官
人
及
喧
嘩
、
駕
輿
丁
四
人
被
切
殺
、
被
疵
者
多

云
々
、
山
名
方
者
共
被
疵
云
々
、
依
之
棄
置
神
輿
、
駕
輿
丁
等
逃
失
、
然
間
、
山
名

方
早
令
退
出
桟
敷
間
、
侍
所
佐
々
木

京
極

（
持
清
）

令
下
知
小
舎
人
・
雑
色
等
、
以
甲
乙
人
、
押
而
令

舁
入
神
輿
於

園
社
之
間
、
属
無
為
分
也
云
々
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

今
回
の
場
合
は
、
同
じ
還
幸
で
も
、
三
条
東
洞
院
に
設
け
ら
れ
た
山
名
持
豊
の
桟

敷
の
前
が
現
場
と
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
、

園
社
へ
は
若
干
距
離
の
あ

る
途
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
相
手
が
相
手
だ
け
に
、
少
将
井
駕
輿
丁
は
「
四
人
」

も
切
り
殺
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
山
名
方
の
ほ
う
も
疵
を
こ
う
む
る
も
の
が
い
た
よ
う
だ
か
ら
、
駕
輿

丁
も
や
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
例
に
よ
り
、
神
輿
は
捨
て

置
か
れ
た
た
め
、
こ
こ
で
も
侍
所
頭
人
京
極
持
清
が
小
舎
人
・
雑
色
に
命
じ
て
、

「
甲
乙
人
」、
別
の
史
料
で
は
、「
見
物
輩
等!1

」
を
も
っ
て
、
神
輿
は

園
社
へ
も
ど

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
２
）
大
宮
駕
輿
丁
と
訴
訟

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
喧
嘩
の
相
手
方
と
し
て
の
駕
輿
丁
は
、
不
思
議

と
そ
の
多
く
が
少
将
井
駕
輿
丁
で
あ
っ
た
が
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
に
な
る
と
、

大
宮
駕
輿
丁
の
す
が
た
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、
今
回
は
、
駕
輿
丁
同

士
の
喧
嘩
で
あ
っ
た
。

神
幸
之
時
、
於
四
条
東
洞
院
、
大
政
所
駕
与
丁
与
少
将
井
駕
与
丁
喧
嘩
出
来
、
死

者
三
人
、
手
負
少
々
有
之
云
々
、

右
の
記
事
は
、
中
原
師
郷
の
日
記
『
師
郷
記
』
六
月
七
日
条
の
も
の
で
あ
る
が
、
大

宮
駕
輿
丁
と
少
将
井
駕
輿
丁
に
よ
る
今
回
の
喧
嘩
は
、
還
幸
で
は
な
く
、
神
幸
の
と

き
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
場
が
四
条
東
洞
院
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
少
将
井
の
神
輿
が
北
へ
と
道
筋
を
か
え
る
分
岐
点
で
あ
っ
た

こ
と
も
わ
か
る
。

分
岐
点
を
通
る
順
序
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
お
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
理
由
ま

で
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
と
き
の
喧
嘩
は
よ
ほ
ど
の
し
こ
り
を
残
し
た
ら
し

く
、
幕
府
は
、
七
日
後
の
還
幸
の
と
き
に
喧
嘩
が
再
燃
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
、「
所

119

一
一

●
園
会
神
輿
駕
輿
丁
と
今
宮
神
人

（
人
脱
カ
）



司
代
」
に
あ
て
て
、「

園
会
駕
輿
丁
等
、
於
三
条
大
宮
可
散
先
日
鬱
憤
之
旨
令
風

聞
云
々
、
事
実
者
、
太
不
可
然
、
所
詮
、
至
以
前
喧
嘩
者
、
追
而
可
被
糺
明
上
者
、

一
同
不
慮
儀
申
出
輩
者
、
先
以
可
被
処
罪
科
之
旨
」
の
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書!2

を
だ

し
て
い
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
三
条
大
宮
と
い
う
の
は
、
平
安
時
代
後
期
の
康
和
五
年
（
一
一

〇
三
）
に
「
今
年
始
以
三
条
大
宮
、
為
列
見
辻!3

」
と
さ
れ
て
以
来
、
還
幸
の
際
に
三

基
の
神
輿
が
列
座
す
る
と
こ
ろ
＝
「
列
見
辻
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
還
幸
の
ス
ポ
ッ

ト
で
あ
る
。
幕
府
は
、
そ
の
よ
う
な
場
で
の
喧
嘩
の
再
燃
を
恐
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、

さ
い
わ
い
、
こ
の
と
き
に
は
、
駕
輿
丁
同
士
の
喧
嘩
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
宮
駕
輿
丁
は
、
別
の
も
の
た
ち
と
喧
嘩
を
お
こ
す
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
も
、『
師
郷
記
』
六
月
一
四
日
条
に
、「
於
路
次
、
大
政
所
駕
与
丁
与
師
子

舞
喧
嘩
出
来
、
師
子
切
駕
与
丁
之
間
、
駕
与
丁
不
舁
神
輿
致
訴
訟
、
仍
遅
々
云
々
、

彼
駕
与
丁
ハ
蛤
商
売
輩
云
々
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
大
宮
駕
輿
丁
が
師
子
舞
（
獅
子

舞
）
と
喧
嘩
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
師
子
舞
も
田
楽
・
王
の
舞
と
な
ら
ん
で
、
中
世
の
神
輿
渡
御
に
供
奉
す
る
芸

能
と
し
て
は
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、
な
ぜ
駕
輿
丁
と
彼
ら
と
が
喧
嘩
に
な

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
今
回
の
喧
嘩
に
つ
い
て
は
、

園
社

の
ほ
う
で
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
も
み
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

文
安
三
年
六
月
十
四
日
、
大
政
所
還
御
時
、
師
子
、
大
宮
駕
輿
丁
ハ
マ
ク
リ
ウ
リ

（
蛤
売
）

ヲ
切
ル
、
則
三
条
大
宮
ニ

御
輿
ヲ
ヲ
サ
ヘ
テ
訴
訟
申
間
、
社
家
ト
当
職
京
極
（
持
清
）

殿
・

多
賀
ノ
出
雲
・
同
筑
前
殿
・
同
将
監
殿
、
大
宮
へ
行
向
テ
、
師
子
ヲ
罪
科
ス
ヘ
キ

由
、
請
文
沙
汰
ア
テ
御
輿
奇
了

（
マ
マ
）

、

こ
れ
は
、『

園
社
記
』
第
一
三
に
お
さ
め
ら
れ
る
『
文
安
三
年
社
中
方
記
』
と
い

う
記
録
の
一
部
で
あ
る
が
、『
師
郷
記
』
の
伝
え
る
記
事
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
の
『
文
安
三
年

社
中
方
記
』
の
ほ
う
が
、
や
や
く
わ
し
く
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
師
子
舞
と
の
喧
嘩
に

よ
っ
て
、
仲
間
を
切
ら
れ
た
大
宮
の
駕
輿
丁
は
、
神
輿
を
三
条
大
宮
に
捨
て
置
く
と

同
時
に
、「
訴
訟
」
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

園
社
ま
で
あ
と
少
し
と
い
う
距
離
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
侍
所
は
、
な
ん
と
か
し
て
神
輿
を

園
社
ま
で
移
動
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
が
、

三
条
大
宮
と
い
え
ば
、
こ
こ
か
ら
が
む
し
ろ
還
幸
の
本
番
と
い
う
場
所
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
こ
か
ら
駕
輿
丁
以
外
の
も
の
た
ち
に
神
輿
を
引
か
せ
て
ゆ
く
こ
と

は
、
祭
礼
の
体
裁
を
保
つ
た
め
に
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
さ
ま
、

園
執
行
や
侍
所
頭
人
京
極
持
清
、
あ
る
い
は
所
司
代
多
賀
氏
ら
が
現
場
に
か
け
つ
け
、

師
子
を
罪
科
に
処
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

結
局
、
神
輿
は
、
無
事
、

園
社
へ
も
ど
っ
た
よ
う
だ
が
、
た
だ
、
神
輿
渡
御
自

体
の
開
始
時
間
が
、
も
と
も
と
夕
刻
で
あ
っ
た
の
で
、『
師
郷
記
』
六
月
一
四
日
条

が
伝
え
る
よ
う
に
、「
神
幸
遅
々
及
夜
陰
」
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
喧
嘩
の
経
過
と
い
う
の
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
喧
嘩
と
い
う
、
一
般
的
に
は
、
す
ぐ
に
ど
ち
ら
か
一
方

を
罪
科
に
問
う
こ
と
の
む
ず
か
し
い
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
師
子

舞
の
ほ
う
が
た
だ
ち
に
罪
科
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
た
だ
ひ
と

つ
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
還
幸
が
終
わ
ら
な
い
、
つ
ま
り
は

園
会
を
無
事
に
終
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
幕
府
も

園
社
も
な
に
よ
り
懸
念
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

大
宮
駕
輿
丁
が
罪
科
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
で
も
、
駕
輿
丁
が
、
喧
嘩
を
お
こ
し
た

こ
と
や
、
あ
る
い
は
神
輿
を
捨
て
置
い
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
、
罪
に
問
わ
れ
た
形

跡
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
神
輿
は
駕
輿
丁
で
な
け
れ
ば
、
舁
ぐ

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
不
文
律
や
タ
ブ
ー
な
ど
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
は
、
神
輿
を
捨
て
置
く
と
い
う
行
為

は
、
き
わ
め
て
効
果
的
な
示
威
行
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
神
輿
を
つ
か
っ
た
示
威
行
動
と
し
て
は
、
山
門
延
暦
寺
の
鎮
守
、
日

吉
社
の
神
輿
を
山
門
大
衆
や
神
人
ら
が
京
都
の
為
政
者
の
も
と
に
振
り
捨
て
る
、

「
神
輿
振
り
」
が
有
名
で
あ
る!4

が
、
そ
れ
と
の
違
い
は
、
駕
輿
丁
の
場
合
、
史
料
で

み
る
か
ぎ
り
で
は
、
喧
嘩
と
い
う
事
象
を
ぬ
き
に
し
て
、
神
輿
を
捨
て
置
く
と
い
う

こ
と
が
み
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
駕
輿
丁
を
め
ぐ
る
喧
嘩
と
い
う
の
が
、

園
会
の
最
中
に
お
い
て
し
か

お
こ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
前
提
が
あ
っ

た
た
め
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
祭
礼
の
最
中
だ
け
に
、
駕
輿
丁
の
か
か
わ
る
喧
嘩

と
い
う
の
は
、
そ
れ
も
神
威
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高

い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
応
永
三
四
年
六
月
一
四
日
の
喧
嘩
の
と
き
に
は
、
同
時
に
、『
満
済
准
后

日
記
』
が
「
此
時
分
京
与
白
川
イ
ム
チ
ヲ
沙
汰
出
、
以
外
大
戦
、
白
川
者
当
座
三
人

死
、
京
者
又
両
三
人
死
、
手
負
及
数
百
人
云
々
」
と
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、「
イ
ム

チ
」
＝
印
地
＝
飛
礫
も
打
た
れ
て
い
る
。

こ
の
飛
礫
が
、「
神
意
性
・
呪
術
性
」
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
、「
祭
や
嗷
訴
の
さ

い
の
飛
礫
、
そ
れ
に
関
連
し
た
殺
傷
は
、（
中
略
）
本
来
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た!5

」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
喧
嘩
と
を
同
一
線
上
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら

で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
同
時
に
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
駕
輿
丁
が
か

か
わ
る
喧
嘩
に
お
い
て
は
、
飛
礫
の
場
合
と
は
異
な
り
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
喧
嘩

相
手
を
罪
科
に
問
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
祭
礼
執
行
の
都
合
上
、
や
む
を
え
な
い
処
置
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
神
輿
渡
御
に
同
じ
く
供
奉
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
神
輿
を
舁
い
で
い
る
だ
け

に
、
駕
輿
丁
の
ほ
う
が
よ
り
神
に
近
か
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
喧
嘩
を
き
っ
か
け
に
神
輿
を
捨
て
置
き
、
訴
訟
を
お
こ
す
と
い
う
行

為
が
、
駕
輿
丁
に
と
っ
て
は
、
け
っ
し
て
不
利
に
は
た
ら
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
今
回
の
場
合
、
喧
嘩
相
手
の
師
子
舞
が
た
だ
ち
に
罪
科
に
処
さ
れ
る
こ
と

が
き
め
ら
れ
た
か
ら
、
大
宮
駕
輿
丁
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
十
分
目
的
を
は
た
し
た

よ
う
に
も
み
え
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
こ
と
に
も
訴
訟
の
目
的
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
実
は
、
今
回
の
訴
訟
に
は
、
そ
れ
以
上
の
目
的
も
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
目
的
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
宮
駕
輿
丁
の
こ
と
を
、『
師
郷
記
』『
文
安
三
年
社
中

方
記
』
と
も
に
、「
蛤
商
売
輩
」、「
ハ
マ
ク
リ
ウ
リ
」
と
記
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

章
を
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
大
宮
駕
輿
丁
・
今
宮
神
人
・
蛤
売

（
１
）
訴
訟
と
蛤
売
　

と
こ
ろ
で
、
大
宮
駕
輿
丁
で
あ
る
今
宮
神
人
が
、
実
は
、
蛤
商
売
も
お
こ
な
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
豊
田
武
氏
の
研
究
以
来
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
一
方
で
、
大
宮
駕
輿
丁
、
今
宮
神
人
、
蛤
売
と
い
う
、
い
わ
ば

三
つ
の
要
素
が
、

園
会
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
重
な
り
あ
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
今
宮
神
人
に
つ
い
て
は
、
現
在
知
ら
れ
る
史
料
の
う
え
で
は
、『

園
執
行
日
記
』（『
社
家
記
録!6

』）
の
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
三
月
一
四
日
条
に
、「
今

宮
神
人
一
懸
送
之
」
と
み
え
る
の
が
、
初
見
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
記
四

月
一
一
日
条
に
も
、「
今
宮
神
人
一
百
進
之
」
と
み
え
、
こ
の
時
期
に
、
今
宮
神
人

が

園
社
と
接
点
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
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今
宮
神
人
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
。一

方
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
五
月
二
四
日
の
年
紀
を
も
つ
内
蔵
寮
領
等
目
録!7

と
い
う
史
料
に
は
、「
一
、
今
宮
供
御
人
、
上
洛
之
時
、
蛤
一
鉢
進
之
」
と
み
え
、

上
洛
し
た
際
に
は
、
今
宮
神
人
が
内
蔵
寮
に
蛤
を
進
納
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
今
宮
神
人
が
蛤
商
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と

同
時
に
、
供
御
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、『

園
執
行
日
記
』
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
六
月
一
四
日
条
に
、「
今

宮
駕
輿
丁
五
十
余
人
参
」
と
み
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
、
駕
輿
丁

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
宮
駕
輿
丁
と
今
宮
神
人
と
蛤
売
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
史
料
の

う
え
で
登
場
し
て
く
る
の
は
、
は
や
く
て
も
鎌
倉
末
期
・
南
北
朝
期
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
お
の
お
の
の
あ
い
だ
に
は
微
妙
な
時
間
差
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
右
の
こ
と
と
大
宮
駕
輿
丁
自
身
の
認
識
と
で
は
、
い
く
ぶ
ん
ズ
レ
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
五
月
に
大
宮
駕
輿

丁
が
み
ず
か
ら
の
来
歴
を
語
っ
た
史
料!8

と
い
う
の
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
史
料
は
、
部
分
的
に
欠
け
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
読
み
と
り
に
く
い
箇
所
も

少
な
く
な
い
の
だ
が
、
煩
瑣
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
全
文
を
引
用
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。

謹
言
上

抑
●
園
社
大
宮
加
与
町

（
丁
）

蛤
売
申
﹇
●
●
●
●
●
●
﹈

右
子
細
者
、
当
社
開
発
神
人
也
、
本
座
数
二
十
五
人
、
於
天
下
四
十
八
色
商
売
之

内
、
何
を
も
売
﹇
●
●
●
●
﹈
事
不
仕
候
、
殊
以
応
永
二
十
八
年
丑
﹇
●
●
﹈
洪

水
、
七
日
御
祭
礼
既
可
有
御
延
引
間
、
先
之
﹇
●
●
●
●
﹈

当
職
京
極
殿
被
仰

付
、
洛
中
之
材
木
商
﹇
●
●
●
●
﹈
始
河
原
へ
被
召
出
、
浮
橋
お

可
渡
雖
有
御
下

知
、
猶
以
不
事
行
候
条
、
其
時
我
々
一
命
お

捨
、
七
日
之
﹇
●
●
﹈
成
申
間
、
則

八
王
子
・
少
将
井
之
神
輿
お

当
職
之
御
勢
を
被
副
、
神
幸
被
成
申
候
事
者
、
一
向

蛤
売
之
﹇
●
●
●
●
﹈
知
無
異
論
候
、
さ
れ
ハ
、
左
様
之
預
御
感
候
歟
、
七
日
・

十
四
日
風
立
お

仕
、
在
所
三
町
御
合
力
ニ

拝
領
仕
、
于
今
致
﹇
●
●
●
﹈
勿
論
候
、

御
管
領
細
川
巌
栖
院

（
満
元
）

殿
之
御
代
也
、
今
度
さ
い
か

（
雑
賀
）

殿
号
上
意
、
東
寺
口
之
新
関
お

す
ゑ
、
結
句
□
在
々
所
々
、
神
人
売
物
お

、
任
雅
意
被
押
取
事
、
歎
之
中
歎
不
可

過
之
候
、
所
詮
、
先
規
為
社
家
沙
汰
、
此
旨
公
方
之
被
入
御
耳
、
乱
監

（
濫
）
を
可
被

停
、
預
御
下
知
候
者
、
可
畏
入
候
、
猶
以
如
今
者
、
御
祭
礼
等
之
所
役
不
可
懃
候
、

仍
此
旨
為
預
御
披
露
、
粗
言
上
如
件
、

文
安
二
年
五
月
　
日
　
　
　
　
　
　
加
与
町
等

右
を
一
覧
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
不
思
議
と
肝
心
な
部
分
だ
け
が
欠
け
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
整
理
し

て
み
る
と
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う!9

。

（
Ａ
）
大
宮
駕
輿
丁
で
あ
る
蛤
売
は
、

園
社
の
「
開
発
神
人
」
で
あ
り
、「
本
座
」

の
員
数
は
二
五
人
で
あ
っ
た
。

（
Ｂ
）
応
永
二
八
年
（
一
四
二
一
）
の

園
会
は
、「
洪
水
」
が
お
こ
っ
た
た
め
、
七

日
の
神
幸
が
「
御
延
引
」
と
き
め
ら
れ
た
が
、
侍
所
頭
人
の
「
京
極
殿
」
は
、

洛
中
の
材
木
商
人
を
河
原
に
召
し
て
、「
浮
橋
」
を
つ
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
宮
駕

輿
丁
で
あ
る
蛤
売
が
命
を
か
け
て
、（
お
そ
ら
く
、
洪
水
の
な
か
大
宮
を
渡
し
た
の

で
）、
八
王
子
・
少
将
井
も
侍
所
頭
人
の
加
勢
を
得
て
、
河
原
を
渡
り
、
無
事
、

神
幸
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
も
、
蛤
売
が
い
た
れ
ば
こ
そ
実
現
で
き
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
、「
異
論
」
を
は
さ
む
も
の
は
だ
れ
も
い
な
い
。

（
Ｃ
）
そ
し
て
、
そ
の
賞
と
し
て
、「
在
所
三
町
」
を
「
拝
領
」
し
、
そ
れ
は
今
も
知

行
し
て
い
る
。「
細
川
巌
栖
院
殿
」
＝
細
川
満
元
が
管
領
の
と
き
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
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（
Ｄ
）
と
こ
ろ
が
、
今
度
、「
さ
い
か
殿
」
＝
雑
賀
殿
が
「
上
意
」
と
号
し
て
、「
東

寺
口
之
新
関
」
を
構
え
た
た
め
、
神
人
で
あ
る
蛤
売
の
荷
物
も
押
し
取
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
以
上
の
嘆
き
は
な
い
。
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
を

園
社

か
ら
、「
公
方
」
＝
将
軍
の
耳
に
入
れ
、
そ
の
「
乱
監
」
＝
濫
妨
を
と
ど
め
る

よ
う
「
下
知
」
を
く
だ
し
て
ほ
し
い
。
今
の
よ
う
な
状
況
が
つ
づ
け
ば
、

園
会
の
「
所
役
」
を
つ
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
に
整
理
し
た
内
容
の
う
ち
、
本
題
に
あ
た
る
の
が
、（
Ｄ
）

で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
説
得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
、
そ
の
ま
え
の
部
分
が
記
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
用
し

て
も
よ
い
の
か
と
い
え
ば
、
や
や
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
と
え
ば
、（
Ａ
）
の
と
こ
ろ
で
、
大
宮
駕
輿
丁
で
あ
る
蛤
売
は
、

園
社
の
開

発
神
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

園
社
に
残
さ
れ
る
記
録
な
ど

で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
開
発
神
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

（
Ｂ
）
に
登
場
す
る
材
木
商
人
＝
堀
川
神
人
の
ほ
う
で
、
そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
末
期

の
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に

園
執
行
晴
顕
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
社
家
条
々
記

録@0

』
な
ど
に
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）、「
以
材
木
商
人
等
被
補
神
人
、
左
右
方

百
六
十
人
、

是
最
初

神
領
根
本
神
人
也
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
（
Ｂ
）
に
記
さ
れ
る
応
永
二
八
年
の
洪
水
と
い
う
の
も
、
す
で
に

春
田
直
紀
氏
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
実
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

た
と
え
ば
、
伏
見
宮
貞
成
の
日
記
『
看
聞
日
記@1

』
六
月
七
日
条
を
み
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
、「
晴
、

園
会
如
形
云
々
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
候
も
晴
天
で
あ
っ
た

た
め
、
神
幸
も
無
事
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。さ

ら
に
い
え
ば
、
応
永
二
八
年
時
点
で
の
侍
所
頭
人
は
、「
京
極
殿
」
で
は
な
く
、

一
色
義
範
で
あ
る@2

こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
あ
や
ま
り
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
（
Ｂ
）
の
内
容
と
は
無
関
係
に
、（
Ｃ
）
に
記
さ
れ
る

「
在
所
三
町
」
を
「
拝
領
」
し
た
と
い
う
の
は
、
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

そ
れ
は
、
豊
田
氏
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
三
に
、「
京

師
四
条
油
小
路
に
蛭
子
宮
あ
り
、
社
前
に
井
あ
り
、
蛭
子
水
と
い
ふ
、
今
宮
村
蛭
子

宮
の
拝
領
地
と
い
ふ
」
と
み
え
る
し
、
ま
た
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
今
宮
村
に
残
さ
れ

た
記
録
に
も
、「
一
、
京
都
四
条
通
油
小
路
面
江

入
所
南
側
、
間
口
拾
三
間
余
、
北
側
、

間
口
廿
三
間
余
之
処
、
今
宮
邨
先
祖
之
者
共
拝
領
屋
敷
地
ニ

御
座
候
、
依
之
例
年
六

月
私
共
地
子
米
三
斗
宛
請
取
来
候
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

当
該
の
場
所
は
、
戦
国
期
以
降
の
町
名
で
い
え
ば
、
下
京
の
石
井
筒
町
の
一
角
に

あ
た
る
が
、
当
地
に
あ
っ
た
井
戸
に
つ
い
て
は
、「
む
か
し

園
祭
の
御
輿
を
、
大

阪
の
難
波
か
ら
舁
き
に
き
た
若
者
が
手
水
に
必
ず
使
う
井
戸
で
あ
っ
た
。
都
花
月
名

所
に
蛭
子
水
と
あ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
石
の
井
桁
が
あ
っ
た
の
で
、
町
名
も
石
井

筒
町
と
い
っ
た
。
そ
の
井
戸
の
位
置
も
、
今
は
四
条
通
り
の
電
車
線
路
と
な
っ
て
い

る
。
傍
に
あ
っ
た
社
を
元
蛭
子
と
い
い
、
今
は
油
小
路
通
り
四
条
下
る
の
民
家
の
内

に
移
っ
て
い
る@3

」
と
い
う
民
俗
学
か
ら
の
報
告
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
に
引
用
し
た
史
料
の
内
容
に
は
、
た
だ
ち
に
信
用
で
き
な
い
部

分
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
も
な
お
主
張

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
、（
Ｄ
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
の
年
紀
が

文
安
二
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
み
る
と
、
前
章
の
最
後
に

み
た
訴
訟
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
み
え
て
く
る
。

も
っ
と
も
、
さ
き
の
訴
訟
は
文
安
三
年
の
こ
と
で
あ
り
、
文
安
二
年
と
は
一
年
と

は
い
え
、
年
代
が
ズ
レ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
文
安
三
年
の
と

き
に
も
、
同
じ
よ
う
な
訴
訟
が
お
こ
さ
れ
て
い
た
。
つ
ぎ
が
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
史

料
で
あ
る
。

（
ａ
）園

社
駕
輿
丁
申
洛
中
蛤
商
売
役
事
、
及
神
事
違
乱
之
上
者
、
可
被
止
催
促
之
由
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候
也
、
仍
執
達
如
件
、

文
安
三

六
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
真
妙

（
飯
尾
為
行
）

為
数

（
飯
尾
）
　

籾
井
備
後
入
道
殿@4

（
ｂ
）園

社
駕
輿
丁
申
洛
中
蛤
商
売
役
事
、
依
及
神
事
違
乱
、
可
被
止
催
促
之
旨
、
任

御
奉
書
、
可
成
敗
仕
之
由
候
間
、
其
段
申
付
所
也
、
仍
状
如
件
、

文
安
三

六
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
照
判

当
社
執
行@5

（
ｃ
）観

地
院
御
料
所
洛
中
蛤
商
売
役
事
、
及

園
社
神
事
違
乱
之
上
者
、
可
被
閣
之
由

候
也
、
仍
執
達
如
件
、

（
文
安
三
年
カ
）

六
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
直
行
（
雑
賀
）

判

基
恒

（
斎
藤
）

判

借
宿
六
郎
左
衛
門
尉
殿

桜
田
和
泉
入
道
殿@6

（
ａ
）・（
ｃ
）
は
、
と
も
に
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
で
、（
ｂ
）
も
、
差
出
が

不
明
確
な
も
の
の
、
幕
府
関
係
者
に
よ
る
文
書
案
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど

同
じ
で
、
神
事
が
違
乱
に
お
よ
ん
で
は
い
け
な
い
の
で
、「

園
社
駕
輿
丁
」
＝
大

宮
駕
輿
丁
の
訴
え
に
よ
り
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
の
催
促
を
や
め
る
よ
う
幕
府
が
命

じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
史
料
の
日
付
を
み
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
少
将
井
駕
輿
丁
と
の
喧
嘩
（
六
月

七
日
）、
あ
る
い
は
師
子
舞
と
の
喧
嘩
（
六
月
一
四
日
）
よ
り
前
の
日
付
と
な
る
か
ら
、

額
面
ど
お
り
う
け
と
れ
ば
、
喧
嘩
が
お
こ
る
よ
り
前
に
、
大
宮
駕
輿
丁
は
、
訴
訟
を

お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
史
料
の
内
容
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
、
い
わ
ば
実
力
行
使
に
お
よ
ん
だ
結
果
と
い
う
の
が
、
二
度
に
わ
た
る
喧
嘩
と
神

輿
を
捨
て
置
く
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
文
書
が
、
六
月
七
日
・
一
四
日
よ
り
前
に
、
幕
府
か
ら

だ
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
の
催
促
停
止
と
い
う
目
的
は
す
で
に
は

た
し
、
そ
の
余
波
を
か
っ
て
お
こ
さ
れ
た
結
果
と
い
う
の
が
、
二
度
に
わ
た
る
喧
嘩

だ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
書
の
日
付
と
文
書
発
給
日
と
が
同
一
で

あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
う
え
で
の
話
で
あ
り
、
も
し
、
そ
れ
ら
に
ズ
レ
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
祭
礼
以
前
に
訴
訟
を
お
こ
な
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
幕
府
か
ら
色
よ
い
返
事
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
大
宮
駕
輿
丁
が
、
二
度
に

わ
た
っ
て
お
こ
っ
た
喧
嘩
に
か
こ
つ
け
、
還
幸
の
際
に
は
、
神
輿
を
捨
て
置
く
と
い

う
示
威
行
動
に
う
っ
て
で
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
さ
き
に
く
わ
し
く
み
た
、
文
安
二
年
の
年
紀
を
も
つ
申
状
の
日
付
も
祭
礼

以
前
の
五
月
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
右
の
文
書
の
い
ず
れ
に
も
、「
及
神
事
違
乱
之

上
者
」、「
依
及
神
事
違
乱
」、「
及

園
社
神
事
違
乱
之
上
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
書
を
だ
し
、
し
か
も
祭
礼
の
執
行
を
保
証
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
幕
府
に
と
っ
て
も
、
体
面
上
、
祭
礼
以
後
の
日
付
を
記
す
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
知
ら
れ
る
史
料
だ
け
で
は
、
複
数
の
可
能
性
を
留
保
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
が
、
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
宮
駕
輿
丁

に
よ
る
訴
訟
の
目
的
と
い
う
の
が
、
喧
嘩
相
手
を
罪
科
に
処
す
だ
け
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
あ
き
ら
か
と
い
え
よ
う
。
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（
２
）
洛
中
蛤
商
売
役

と
こ
ろ
で
、
文
安
三
年
段
階
で
大
宮
駕
輿
丁
が
、
訴
訟
に
よ
っ
て
そ
の
催
促
を
と

ど
め
た
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
以
前
の
史
料
の
な
か
は
、

そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
文
安
三
年
以
降
に
み
ら
れ
る

可
能
性
が
高
い
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
不
明
確
な
点
も
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、（
ｃ
）
で
は
、「
観
地
院
御
料
所
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
「
観
地
院
」

が
、
も
し
「
感
神
院
」
＝

園
社
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
催
促
停
止
を
「
借
宿
六

郎
左
衛
門
尉
」「
桜
田
和
泉
入
道
」
と
い
っ
た
人
物
に
命
じ
る
と
い
う
こ
と
に
も
違

和
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

実
際
、
こ
の
ふ
た
り
の
人
物
と
も
に
、

園
社
の
関
係
者
の
な
か
に
は
見
あ
た
ら

ず
、
し
か
も
、「
借
宿
」
と
い
う
人
物
の
ほ
う
は
、「
幕
府
の
下
級
官
人
」
で
あ
る

「
御
末
衆
」
の
ひ
と
り
と
し
て
そ
の
名
字
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る@7

。

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
こ
ろ
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、「
大
名
外
様
奉
公
方
之
着

到
」
と
い
う
史
料@8

に
よ
れ
ば
、「
借
宿
」
の
読
み
か
た
は
、「
カ
シ
ユ
ク
」
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
彼
ら
「
御
末
衆
」
の
す
ぐ
あ
と
に
は
、
末
尾
と
し
て
小

舎
人
・
雑
色
ら
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
位
は
、
小
舎
人
・
雑
色
と
さ
ほ
ど
か
わ

ら
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
名
字
が
共
通
す
る
と
い
う
だ
け
で
、「
借
宿
六
郎
左
衛
門
尉
」
が
、

「
御
末
衆
」
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
に
注
目
し
て
、（
ａ
）
を
あ
ら
た
め
て
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
幕
府
関
係
者

の
名
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、
こ
ち
ら
の
「
籾
井
備
後
入
道
」
の
ほ
う
は
、「
借
宿
」
の
場
合
と
は
大

き
く
異
な
り
、
た
と
え
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
文
安
六
年
（
一
四
四
九
）
の
史
料
に
、

「
酒
屋
、
土
倉
、
日
銭
、
味
噌
屋
等
役
銭
、
就
催
促
、
以
玄
良
下

（
斎
藤
基
恒
）

書
、
御
倉
籾
井
備

後
入
道
納
之@9

」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
御
倉
」、
あ
る
い
は
、

「
将
軍
家
に
直
属
し
た
本
来
の
意
味
で
の
公
方
御
倉#0

」
と
し
て
そ
の
名
の
知
ら
れ
た

籾
井
そ
の
ひ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
籾
井
と
い
う
、
幕
府
財
政
に
か
か
わ
る
公
方
御
倉
が
登
場
し
て
く
る
以

上
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
の
収
納
先
も
ま
た
、
幕
府
を
お
い
て
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
と
は
、
幕
府
が
こ
の
時
期
に

課
そ
う
と
し
た
「
商
売
役
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に

お
い
て
、
文
安
二
年
の
大
宮
駕
輿
丁
申
状
の
（
Ｄ
）
の
部
分
を
あ
ら
た
め
て
み
て
み

る
と
、
全
体
の
構
造
と
い
う
の
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
み
え
て
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
と
き
、「
上
意
」
と
号
し
て
、
東
寺
口
に
新
関
を
構
え
、
蛤
売

の
荷
物
を
押
し
取
っ
た
、「
さ
い
か
殿
」
＝
雑
賀
殿
も
ま
た
、（
ｃ
）
に
お
い
て
、

「
借
宿
」
ら
に
対
し
て
奉
書
を
だ
し
た
幕
府
奉
行
人
、
雑
賀
直
行
で
あ
っ
た
と
い
う

可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
の
実
態
と
は
、
こ
の
雑
賀
が
「
東
寺
口
之
新
関
」

で
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
行
為
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、

「
借
宿
」
ら
は
、
こ
の
雑
賀
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
実
務
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。（
ｃ
）
に
み
ら
れ
る
「
可
被
閣
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
そ
の
関
係
を
物
語
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、（
ｃ
）
の
年
紀
と
い
う

の
も
、
文
安
三
年
よ
り
、
文
安
二
年
の
ほ
う
が
適
当
で
あ
り
、
ま
た
、「
観
地
院
」

も
、「
感
神
院
」
＝

園
社
で
は
な
く
、
幕
府
関
係
の
寺
院
や
人
物
を
意
味
し
た
と

考
え
ら
れ
よ
う#1

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
、
公
方
御
倉
籾
井
の
倉

に
収
納
す
べ
く
、
大
宮
駕
輿
丁
＝
今
宮
神
人
に
対
し
て
課
そ
う
と
し
た
、「
洛
中
蛤

商
売
役
」
の
催
促
停
止
を
み
ず
か
ら
に
命
じ
る
と
い
う
奇
妙
な
事
実
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
、
幕
府
が
こ
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
た
の

か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
こ
の
数
年
前
に
お
こ
っ
た
嘉
吉
の
徳
政
一
揆
に

よ
っ
て
、
洛
中
の
土
倉
が
甚
大
な
被
害
を
う
け
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
幕
府
財
政
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を
支
え
る
土
倉
役
も
危
機
状
況
に
陥
っ
た
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
よ
う
。

す
で
に
早
島
大
祐
氏#2

に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
府
は
、
危

機
に
陥
っ
た
土
倉
役
の
補
填
と
し
て
、
酒
屋
役
や
「
諸
商
売
役
」
の
徴
収
強
化
に
乗

り
だ
す
こ
と
に
な
る
が
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
と
い
う
の
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
財

政
再
建
の
一
環
と
し
て
選
択
さ
れ
た
公
算
は
高
い
。

実
際
、「
納
銭
方
」「
納
銭
方
一
衆
」
の
こ
と
ば
で
も
知
ら
れ
る
、「
納
銭
」
と
い

う
の
も
、
土
倉
役
や
酒
屋
役
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
「
諸
商

売
役
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り#3

、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
に
み
ら
れ
る
「
商
売
役
」
と

い
う
こ
と
ば
に
も
そ
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
お
り
し
も
こ
の
時
期
に
か

ぎ
っ
て
、「
納
銭
」
が
、
通
常
の
土
倉
方
一
衆
で
は
な
く
、
政
所
寄
人
に
よ
っ
て
収

納
さ
れ
、
籾
井
の
倉
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実#4

と
も
符
合
す
る
か
ら
で
あ

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
洛
中
蛤
商
売
」
が
、「
諸
商
売
役
」
の
一
部
で

あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
「
洛

中
蛤
商
売
役
」
は
、
大
宮
駕
輿
丁
＝
今
宮
神
人
＝
蛤
売
の
抵
抗
に
あ
い
、
あ
っ
け
な

く
撤
回
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
蛤
売
と
し

て
の
今
宮
神
人
の
商
売
が
、
幕
府
の
関
心
を
呼
ぶ
ほ
ど
に
、
洛
中
に
お
い
て
は
活
発

に
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
裏
返
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
と
き
の
訴
訟
に
よ
る
実
績
と
い
う
の
は
、
こ
の
の
ち
も
大
き
な
効
果

を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
六
月
に
「
鵜

殿
関
」
に
お
い
て
「
関
役
」
が
課
せ
ら
れ
た
際
に
も
、
幕
府
は
、
追
っ
て
「
糺
明
」

す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る#5

し
、
ま
た
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
六
月
に
、「
六
角

町
」
に
お
い
て
「
畳
屋
六
郎
左
衛
門
男
」
が
、「
蛤
課
役
」「
蛤
商
売
課
役
」
を
違
乱

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
、「
先
々
更
不
致
沙
汰
」、「
其
綺
」
の
停
止
を
命

じ
て
い
る#6

か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
蛤
課
役
」「
蛤
商
売
課
役
」
が
、「
洛
中
蛤
商
売
役
」
と
ど
の
よ

う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
今
宮
神
人

の
蛤
商
売
に
対
す
る
課
税
と
い
う
動
き
が
、
絶
え
る
こ
と
な
く
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
と
同
時
に
、「
六
角
町
」
で
違
乱
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
蛤
商
売
が
、

中
世
京
都
最
大
の
生
魚
市
場
と
し
て
知
ら
れ
る
下
京
の
「
六
角
町
」
で
も
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
康
正
三
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
後
の
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）、
京
都
を
舞

台
に
大
規
模
な
戦
争
が
お
こ
る
こ
と
に
な
る
。
応
仁
・
文
明
の
乱
で
あ
る
。
こ
の
応

仁
・
文
明
の
乱
に
よ
っ
て
、

園
会
は
停
止
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
影
響
は
、
当
然
、
今
宮
神
人
に
も
お
よ
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
乱
以
降
、
つ
ま
り
は
戦
国
時
代
に
お
け
る
今
宮
神
人
の
実
態
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
商
人
と
し
て
の
側
面
に
注
視

し
つ
つ
、
ひ
き
つ
づ
き
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
戦
国
時
代
の
今
宮
神
人
―
商
人
と
し
て
の
―
　

（
１
）
蛤
売
か
ら
「
魚
物
商
売
」
へ

と
こ
ろ
で
、
応
仁
元
年
に
勃
発
し
た
応
仁
・
文
明
の
乱
に
と
も
な
い
、

園
会

は
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
六
月
に
再
興
さ
れ
る
ま
で
、
三
三
年
に
わ
た
り
停
止

に
追
い
こ
ま
れ
る
。
そ
の
間
、
山
鉾
巡
行
も
神
輿
渡
御
も
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
た

め
、
今
宮
神
人
が
大
宮
駕
輿
丁
と
し
て
そ
の
所
役
を
は
た
す
場
面
も
当
然
、
三
三
年

間
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
間
、
今
宮
神
人
は
、
京
都
へ
や
っ
て
来
な
か
っ
た
の
か
と
い
え

ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
神
人
と
し
て
の
動
き
は
確
認
で
き
な

い
も
の
の
、
供
御
人
と
し
て
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
御
厨
子
所
供
御
人
を
支
配
す
る

内
蔵
頭
山
科
家
の
雑
掌
大
沢
氏
の
日
記
『
山
科
家
礼
記#7

』
に
、
断
片
的
な
が
ら
も
み
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る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、『
山
科
家
礼
記
』
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
六
月
一
五
日
条
で
は
、

「
不
知
行
所
々
事
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
一
、
粟
津
・
今
宮
供
御
人
申
事
」
と
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
山
科
家
に
お
い
て
も
、
そ
の
把
握
に
苦
心
し
て
い
た
よ
う
す
が
読

み
と
れ
る
。

た
だ
し
、『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
一
〇
月
一
四
日
条
に
、「
一
、

今
宮
供
御
人
か
さ
め

（
擁
剣
）

廿
は
い
出
之
」、
ま
た
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
三
月
七
日
条

に
は
、「
一
、
い
ま
ミ
や
も
の

（
今
宮
者
）

は
ま
く
り

（
蛤
）

少
出
也
」
と
み
え
、
そ
の
関
係
が
修
復
さ

れ
た
よ
う
す
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、『
山
科
家
礼
記
』
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）

二
月
一
三
日
条
に
は
、「
一
、
今
宮
は
ま
く
り

（
蛤
）

売
ひ
こ
二
郎
色
々
わ
ひ
（
侘
）

事
申
、
年
々

公
事
銭
三
十
疋
ニ
テ

免
、
今
宮
へ
折
帋
出
候
、
請
文
ひ
こ
二
郎
仕
候
也
、
如
先
々
毎
年

代
二
百
文
・
は
ま
く
り
三
お
け
・
か
さ
め

（

擁

剣

）

廿
ハ
イ
・
ゑ
ひ
（
海
老
）
ニ

て
も
今
日
定
候
也
」
と

い
う
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
で
登
場
す
る
「
今
宮
は
ま
く
り
売
ひ
こ
二
郎
」
が
、
今
宮
供
御
人
＝
今
宮
神

人
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、

こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
公
事
銭
と
と
も
に
、「
は
ま
く
り
三
お
け
・
か
さ

め
廿
ハ
イ
」、
あ
る
い
は
「
ゑ
ひ
」
を
「
如
先
々
」
進
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
今
宮
供
御
人
＝
今
宮
神
人
が
、
蛤
の

ほ
か
に
も
、
擁
剣
（
が
ざ
め
）
や
海
老
を
京
都
へ
運
び
こ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が

う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
当
然
、
商
売
物
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
商
売

も
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
興
味
深
い
の
は
、
蛤
・
擁
剣
・
海
老
と
い
う
三
種
類
の
魚
介
類
が
、
す

ぐ
る
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
六
月
の
段
階
で
、
淀
の
「
魚
市
問
丸
等
」
と
の
あ
い

だ
で
、「
は
ら
こ
も
り
に
て
し
ほ

（
塩
）

つ
け
候
ハ
ぬ
を
ハ
、
い
ろ
い

（
綺
）

を
な
さ
す
候
」
と
し

て
、
塩
物
で
は
な
い
、
生
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
商
売
を
認
め
る#8

と
さ
れ
た
、「
ゑ

ひ
」「
か
さ
め
」「
か
い
」「
は
ま
く
り
」
の
う
ち
三
種
類
と
合
致
す
る
点
で
あ
る
。

今
宮
神
人
＝
今
宮
供
御
人
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
は
さ
ん
で
も
な
お
、
ひ
き
つ

づ
き
京
都
に
お
い
て
商
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ
る
が
、
三
三

年
の
空
白
を
経
て

園
会
再
興
が
実
現
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
ふ
た
た
び
大
宮
駕
輿

丁
と
し
て
の
動
き
も
み
せ
る
よ
う
に
な
る
。

園
社
大
宮
駕
与
丁
摂
津
国
今
宮
神
人
等
申
魚
物
商
売
事
、
従
往
古
、
為
座
中
相

着
問
丸
、
令
売
買
之
処
、
依
当
会
退
転
、
近
年
恣
不
及
座
中
之
沙
汰
、
直
買
取
之
、

致
商
売
云
々
、
事
実
者
、
太
無
謂
、
既
及
神
事
違
乱
上
者
、
如
先
規
、
致
沙
汰
、

可
専
神
役
之
旨
、
堅
可
被
加
下
知
之
由
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

文
亀
弐

六
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
清
房

（
飯
尾
）

頼
亮
（
松
田
）

当
社
執
行
御
房#9

右
は
、
明
応
九
年
の
再
興
か
ら
三
年
後
の
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
に
だ
さ
れ
た
室

町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な

る
。大

宮
駕
輿
丁
で
あ
る
今
宮
神
人
の
「
魚
物
商
売
」
は
、「
往
古
」
よ
り
「
座
中
」

と
し
て
「
問
丸
」
に
（
荷
物
を
）
お
ろ
し
て
売
買
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
当
会
退
転
」
＝

園
会
が
三
三
年
間
、
退
転
し
て
い
た
た
め
に
、「
近
年
」
は
「
座

中
之
沙
汰
」
を
経
な
い
で
、「
直
」
に
「
買
取
」
を
し
て
商
売
す
る
族
が
あ
ら
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
、「
神
事
」
に
「
違
乱
」
を
き
た
し
て
い
る
以
上
、
今
宮
神
人
が
「
先
規
」

の
よ
う
に
、「
沙
汰
」
を
い
た
し
、「
神
役
」
を
つ
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
幕

府
と
し
て
も
「
下
知
」
を
く
だ
す
も
の
で
あ
る
、
と
。

一
見
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
か
ら
、
今
宮
神
人
が
お
こ

な
っ
て
き
た
こ
と
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
以
前
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の
史
料
に
お
い
て
、
今
宮
神
人
が
、
蛤
売
以
外
に
「
魚
物
商
売
」
を
お
こ
な
っ
て
い

た
と
い
う
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
座
中
」
や
「
問
丸
」
の
存
在
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
は
、
右
に
み
え
る
内
容
と
い
う
の
は
、
残
さ
れ
た
史
料
だ
け
か
ら
い
え
ば
、

応
仁
・
文
明
の
乱
の
最
中
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
時
期
、

新
た
に
主
張
を
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
と
く
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
が$0

、
た
だ
、
右
の
よ
う
な
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
だ
さ
れ
て
い
る
以
上
、

こ
の
文
亀
二
年
に
、
右
の
よ
う
な
今
宮
神
人
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由

も
ま
た
、
六
月
七
日
と
い
う
日
付
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
及
神
事
違
乱
」
こ
と

を
な
に
よ
り
幕
府
が
懸
念
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
今
宮
神
人
に
よ
る
「
魚
物
商
売
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
そ
れ
以
前

の
あ
り
か
た
と
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
直
後
に
、

「
淀
魚
市
関
務
中
」
に
よ
っ
て
、「
去
十
四
日
神
事
無
為
之
条
、
同
十
五
日
令
下
向
之

処
、
可
取
公
事
銭
之
旨
申
之
、
彼
神
人
等
悉
為
当
所
留
置
」
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る$1

。

淀
魚
市
関
務
中
に
よ
る
行
為
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
明
徳
二
年
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
今
宮
神
人
の
「
魚
物
商
売
」
が
、
さ
だ

め
ら
れ
た
蛤
・
擁
剣
・
海
老
以
外
の
魚
介
類
や
、
あ
る
い
は
塩
物
な
ど
を
含
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
き
ぼ
り
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
局
、
こ
れ
も
、「
随
神
役
参
洛
候
間
、
且

測
神
慮
者
歟
、

殊
先
々
不
致
其
沙
汰
之
上
者
、
速
可
勘
過
之
」
と
い
う
旨
の
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

が
、
六
月
一
九
日
付
で
「
淀
魚
市
関
務
中
」
に
対
し
て
だ
さ
れ
て
い
る$2

の
で
、
今
宮

神
人
の
主
張
の
ほ
う
に
軍
配
が
あ
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
文
亀
二
年
の
成
果
は
、
そ
れ
以
降
も
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て

ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
六
月
に
お
い
て
も
、「
大

宮
駕
輿
丁
訴
訟
事
」
に
つ
い
て
、
幕
府
は
、「
無
余
日
之
間
、
於
子
細
者
、
追
而
被

遂
糺
明
」
と
い
う
奉
行
人
連
署
奉
書$3

を
だ
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
永
正
九
年
（
一
五

一
二
）
六
月
に
も
、
今
宮
神
人
の
主
張
す
る
「
雑
色
魚
物
商
売
」
に
つ
い
て
、「
任

彼
等
申
旨
、
被
成
奉
書
」
と
い
う
奉
行
人
連
署
奉
書$4

が
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

（
２
）「
魚
物
商
売
」
と

園
会

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
今
宮
神
人
の
「
魚
物
商
売
」
に
も
、
突
然
、
歯
止
め
が

か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

定
　
魚
類
振
売
本
座
商
売
物

一
、
海
河
魚
貝
物

鎰
物
以
下
、
不
謂
洛
中
洛
外
、
可
商
売
事
、

一
、
江
州
粟
津
座
商
売
物
、
任
先
規
於
魚
棚
対
諸
商
人
、
可
商
売
事
、
付
、
振
物
新
儀
共

小
売
可
停
止
事
、

一
、
今
宮
四
座
商
売
物
、
擁
剣
・
蛤
・
編
海
老
、
此
外
一
切
可
停
止
事
、

右
条
々
、
被
定
置
畢
、
若
有
違
犯
之
族
者
、
速
可
被
処
厳
科
由
、
所
被
仰
下
也
、

仍
下
知
如
件
、

永
正
十
三
年
十
二
月
十
四
日
　
　

上
野
介
藤
原
朝
臣

（
斎
藤
時
基
）

在
判

前
丹
後
守
平
朝
臣

（
松
田
長
秀
）

在
判$5

右
は
、
永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
一
二
月
に
だ
さ
れ
た
、
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知

状
で
あ
る
が
、
そ
の
様
式
か
ら
み
て
、
禁
制
の
よ
う
に
し
て
つ
か
わ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

冒
頭
に
み
え
る
「
魚
類
振
売
本
座
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
春
田
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
別
の
史
料
に
「
振
売
六
角
町
・
今
町
等
商
人$6

」
と
み
え
る
商
人
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
幕
府
に
よ
る
定
も
、「
魚
類
振
売
本
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座
」
＝
「
振
売
六
角
町
・
今
町
等
商
人
」
の
訴
訟
に
と
も
な
っ
て
だ
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
今
宮
四
座
」
＝
今
宮
神
人
の
商
売
物
が
、
こ
の

時
点
に
お
い
て
、「
擁
剣
・
蛤
・
編
海
老
」
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
今
宮
神
人
が
積
み
あ
げ
て
き
た
「
魚
物
商
売
」
に
か

か
わ
る
実
績
と
い
う
の
が
一
挙
に
否
定
さ
れ
、
い
わ
ば
明
徳
二
年
の
と
き
へ
と
逆
戻

り
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
永
正
一

三
年
に
な
っ
て
突
然
、
今
宮
神
人
は
、
こ
の
よ
う
な
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
春
田
氏
を
含
め
て
、
先
行
研
究
で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い

が
、
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
右
の
定
が
だ
さ
れ
た
年
月
日
、

す
な
わ
ち
永
正
一
三
年
一
二
月
一
四
日
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

年
の

園
会
は
、
通
常
の
六
月
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
延
引
さ
れ
、
よ
う
や
く
追
行

さ
れ
た
の
が
、
一
〇
月
一
四
日
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る$7

。

実
は
、
こ
の
よ
う
に
、

園
会
が
通
常
の
六
月
に
お
こ
な
わ
れ
ず
、
延
引
と
追
行

を
く
り
返
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
、
戦
国
期
の
特
徴
で
あ
る
が$8

、
そ
れ
だ
け
に
、
在

京
せ
ず
、
毎
年
、
摂
津
国
か
ら
や
っ
て
く
る
今
宮
神
人
に
と
っ
て
は
、
さ
ら
な
る
混

乱
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

し
か
も
、
思
い
か
え
せ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
今
宮
神
人
の
訴
訟
と
い
う
の
は
、
通

常
の
六
月
以
前
、
あ
る
い
は
そ
の
直
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な

効
果
を
発
揮
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
期
日
、
つ
ま
り
式
日
が
一
定
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
話
で
あ
っ
て
、
幕
府
か
ら
く
だ
さ
れ
る
文
書
の
日
付
と

い
う
の
も
、
そ
の
た
め
、
つ
ね
に
六
月
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、
式
日
が

一
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
話
は
別
と
な
る
。
間
隙
を
ぬ
っ
て
、
競
争
相

手
に
訴
訟
に
う
っ
て
で
ら
れ
た
と
し
て
も
、
今
宮
神
人
は
、
お
そ
ら
く
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
さ
き
の
定
の
日
付
を
み
て
み
る
と
、

園
会
が
追
行
さ
れ

た
一
〇
月
一
四
日
か
ら
か
ぞ
え
て
ち
ょ
う
ど
二
ヶ
月
後
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、

今
宮
神
人
は
、
駕
輿
丁
役
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
蛤
商
売
と
い
う
点
に
お

い
て
も
、
京
都
を
離
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
た
め
、
「
魚
類
振
売
本

座
」
＝
「
振
売
六
角
町
・
今
町
等
商
人
」
に
よ
る
訴
訟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
結
果
と
い
う
の
が
、
さ
き
の
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
通
常
ど
お
り
に

園
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
永
正

一
五
年
六
月
に
お
い
て
は
、
幕
府
は
、「
淀
郷
沙
汰
人
中
」
に
対
し
て
、「
於
当
津
関

所
納
楚
留
置
」
か
れ
た
「

園
社
摂
州
今
宮
駕
輿
丁
」
を
、「
今
日
還
幸
之
条
、
神

事
違
乱
之
基
、
不
可
然
、
不
移
時
刻
可
勘
過
之
」
と
い
う
奉
行
人
連
署
奉
書$9

を
く
だ

し
て
い
る
。

こ
の
と
き
は
、
今
宮
神
人
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
事
実
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
国
期
に
お
い
て

は
、

園
会
式
日
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
強
み
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
こ

と
が
、
一
転
し
て
弱
点
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
幕
府
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
四
月
二
一
日
に

「
一
、
就
諸
社
祭
礼
以
下
神
事
訴
訟
事
、付
、
法
会
等

可
准
之
、

於
向
後
者
、
廿
日
以
前
令
言
上
者
、

可
致
披
露
、
若
此
日
限
之
内
、
及
訴
訟
者
、
雖
為
理
運
、
不
可
有
其
沙
汰
矣%0

」
と
い

う
法
令
も
さ
だ
め
て
い
た
。

こ
の
法
令
が
懸
念
し
て
い
る
「
諸
社
祭
礼
以
下
神
事
」
と
い
う
の
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
祭
礼
神
事
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ

け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
前
年
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
に

「
日
吉
祭
礼
」
が
延
引
さ
れ
た
た
め
、

園
会
も
ま
た
月
迫
（
年
末
）
ま
で
延
引
、
つ

い
に
は
越
年
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る%1

。
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ち
な
み
に
、
永
正
八
年
の
分
の

園
会
は
、
右
の
法
令
が
さ
だ
め
ら
れ
た
翌
月
の

五
月
二
三
日
に
追
行
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
年
は
、
式
日
の
六
月
七
日
・
一
四
日

に
も

園
会
が
執
行
さ
れ
た
の
で
、
一
年
に
二
度
、

園
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い

う
異
常
事
態
に
も
な
っ
て
い
た
が%2

、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
式
日
の
混
乱

を
お
こ
し
て
い
る

園
会
に
つ
い
て
訴
訟
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
今
宮
神
人
に
と
っ

て
は
、
苦
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
再
興
後
、
永
正
期
以
降
と
く
に
式
日
は
混
乱

を
み
せ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
が%3

、
表
１
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
戦
国
期
以
降
、

喧
嘩
の
記
事
が
極
端
に
見
い
だ
し
に
く
く
な
る
の
も
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
や
り
か
た
が
通
用
し
な
い
の
は
あ
き
ら
か
で
、

こ
れ
以
上
の
後
退
を
し
な
い
た
め
に
も
、
今
宮
神
人
に
は
、
別
の
対
応
と
い
う
も
の

が
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
な
か
、
今
宮
神
人
が
選
択

し
た
対
応
と
い
う
の
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

飯
四
左

一
、
●
園
社
駕
輿
丁
摂
州
今
宮
神
人
等
申
状
　
　
大
永
二
　
六
　
五
　
河
　
西

（
河
村
四
郎
左
衛
門
尉
）

右
魚
物
商
買
事
、
帯
綸
旨
、
自
往
古
為
此
方
洛
中
問
丸
江

相
付
之
処
、
働
非
分

之
族
、
恣
致
商
買
之
条
、
堅
可
令
停
止
之
旨
、
数
度
被
成
御
下
知
畢
、
猶
以
守

先
例
、
可
致
専
座
中
之
沙
汰
之
由
、
被
成
下
御
成
敗
者
、
忝
存
、
弥
可
奉
遂
神

幸
無
事
之
節
者
也
云
々%4

、

こ
れ
は
、『
賦
引
付
』
に
記
さ
れ
た
、
今
宮
神
人
に
よ
る
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
の

申
状
で
あ
る
が
、
一
見
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
と
さ
ほ
ど
の
変
化
が
み
ら
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
一
点
だ
け
、
こ
れ
ま
で
の
史

料
で
は
み
ら
れ
な
い
文
言
が
は
い
っ
て
い
た
。
そ
の
文
言
と
は
、
す
な
わ
ち
、「
帯

綸
旨
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
み
え
る
綸
旨
と
い
う
の
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
さ
き

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
今
宮
神
人
は
、
供
御
人
で
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
が
綸
旨
を

所
持
し
て
い
た
と
し
て
も
な
ん
の
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
史

料
と
い
う
の
は
、
大
宮
駕
輿
丁
と
し
て
の
今
宮
神
人
の
動
き
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
綸
旨
な
ど
供
御
人
と
し
て
の
あ
り
か
た
に
か
か
わ
る
文
書
を
も
ち
だ
し
て

こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
逆
に
、
右
の
申
状
が
、
異
例
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
う
き
ぼ
り
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
今
宮
神
人
は
、
こ
れ
ま
で
意

識
し
て
つ
か
い
分
け
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
、
神
人
と
供
御
人
と
い
う
あ
り
か
た
を
、

訴
訟
に
お
い
て
は
、
重
ね
あ
わ
せ
て
主
張
す
る
と
い
う
新
た
な
対
応
の
し
か
た
を
選

択
し
は
じ
め
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
は
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
今
宮
神
人
は
、
六
月
六
日
の
日
付
で
も
っ
て
、
右
の
申
状
の
内
容
を

追
認
す
る
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状
を
獲
得
し
て
い
る%5

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
宮
神

人
は
、
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
「
魚
物
商
買
」
へ
の
復
帰
を
は
た
す
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
お
り
し
も
、
こ
の
大
永
二
年
の

園
会
が
式
日
ど
お
り
に
お
こ

な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
プ
ラ
ス
に
は
た
ら
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
は
、「
魚
類
振
売
本
座
」
＝
「
振
売
六

角
町
・
今
町
等
商
人
」
も
、
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
た
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
年
の
一
二

月
に
、「
魚
類
商
売
座
衆
等
申
状
」
が
、
幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る%6

。

し
か
も
、
副
進
文
書
と
し
て
、「
禁
札
正
文
一
枚
」、
つ
ま
り
、
例
の
永
正
一
三
年

一
二
月
に
幕
府
よ
り
だ
さ
れ
た
定
の
「
正
文
」
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
念
頭
に

あ
っ
た
の
が
今
宮
神
人
の
動
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
と
き
の
申
状
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
は
、「
魚
類
本
座
商
人
」

が
「
今
宮
之
魚
物
荷
物
」
を
押
領
し
、
幕
府
か
ら
そ
の
「
返
付
」
を
命
じ
ら
れ
た
も

の
の
、「
程
経
之
間
、
取
散
」
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
只
今
代
物
弐
千
疋
」
の
「
進
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納
」
に
よ
っ
て
、
決
着
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と%7

な
ど
が
知
ら
れ
て
い

る
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
「
魚
類
振
売
本
座
」
に
は
有
利
に
は
た
ら
か
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
今
宮
神
人
の
こ
の
新
た
な
対
応
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
、
さ
ら
に

進
化
を
と
げ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
一
二

月
、
今
宮
神
人
は
、
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状%8

を
得
て
い
る
が
、
そ
の
文
面
に
は
、

「

園
社
大
宮
駕
輿
丁
摂
津
国
今
宮
神
人
等
申
、
往
昔
以
来
、
致
売
買
之
業
、
被
停

止
浦
々
関
泊
往
反
之
煩
、
禁
裏
御
厨
子
所
供
御
人

当
社
神
人
之
条
、
勤
其
役
、
無

妨
」
と
み
え
、「
禁
裏
御
厨
子
所
供
御
人

当
社
神
人
」、
つ
ま
り
神
人
と
供
御
人
と

が
併
記
さ
れ
る
さ
ま
も
見
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
四
月
に
は
、

今
宮
神
人
が
、
後
奈
良
天
皇
綸
旨%9

も
獲
得
し
て
い
る
点
で
、
実
は
、
永
禄
三
年
の
下

知
状
に
み
え
る
文
面
の
か
な
り
の
部
分
も
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
今
宮
神
人
は
、
新
た
に
綸
旨
を
入
手
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
人

と
供
御
人
と
の
一
体
化
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
既
成
事
実
と
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
動

き
を
み
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）

一
二
月
に
は
、
さ
き
の
永
正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
の
定
に
も
登
場
し
て
き
た
「
粟

津
座
」
と
の
あ
い
だ
に
も
、
一
定
の
棲
み
分
け
を
実
現
す
る
に
い
た
る
。

禁
裏
供
御
人

日
吉
神
人
粟
津
座
事
、
為
内
侍
所
御
役
、
万
雑
役
免
除
之
上
者
、

東
西
南
北
無
其
煩
、
関
渡
津
料
・
市
公
事
・
所
質
無
之
、
次
摂
州
今
宮
神
人

園

会
供
御
人
致
数
日
逗
留
、
恣
令
商
買
云
々
、
太
不
可
然
、
所
詮
、
至

園
会
両
日

四
日
外
、
堅
被
停
止
之
訖
、
早
可
被
当
座
中
存
知
由
、
所
被
仰
下
也
、
仍
下
知
如

件
、

永
禄
七
年
十
二
月
廿
七
日

散
位
三
善
朝
臣

掃
部
頭

（
摂
津
晴
門
）
　̂ 0

右
の
文
書
自
体
は
、「
粟
津
座
」
の
申
請
に
よ
っ
て
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
「
粟
津
座
」
と
「
魚
類
振
売
本
座
」
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る^1

以
上
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
魚
物
商
売
」
で
あ
る
こ
と
は
あ

き
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
魚
物
商
売
」
に
か
か
わ
る
「
粟
津
座
」
の
特
権

を
認
め
た
と
い
う
の
が
、
文
書
の
内
容
と
な
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
、

「
摂
州
今
宮
神
人

園
会
供
御
人
」
の
商
売
に
つ
い
て
も
、「
至

園
会
両
日
四
日
外
、

堅
被
停
止
之
」
こ
と
が
読
み
と
れ
る
点
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
「
至

園
会
両
日
四
日
」
と
い
う
部
分
を
も
っ
て
、
今

宮
神
人
の
商
売
の
限
界
と
い
う
も
の
が
読
み
と
ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
一
見
す

る
と
、
そ
の
よ
う
に
読
み
と
る
の
が
普
通
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の

経
過
を
踏
ま
え
て
み
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
逆
に
、
こ
の
「
至

園
会
両
日
四
日
」
と

い
う
期
間
に
お
い
て
は
、「
魚
物
商
売
」
が
今
宮
神
人
に
対
し
て
無
条
件
で
認
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
今
宮
神
人
の
「
魚
物
商
売
」
が
、
こ
の
間
、
着
実
に
前
進
を

と
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
問
題

と
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
魚
介
類
、
あ
る
い
は
荷
物
の
種
類
に
よ
る
棲
み
分
け
で
は

な
く
、

園
会
に
か
か
わ
る
期
間
に
よ
る
棲
み
分
け
と
い
う
も
の
を
「
粟
津
座
」
と

の
あ
い
だ
で
実
現
さ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
至

園
会
両
日
四
日
」
と
い
う
期
間
が
、
具
体
的
に
ど
れ
だ
け

の
日
数
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
に
点
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
式
日
の
混
乱

す
る
な
か
に
あ
っ
て
、
神
幸
と
還
幸
の
お
こ
な
わ
れ
た
「
両
日
」
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

で
、「
数
日
」
に
お
よ
ば
な
い
「
四
日
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
な
が
い
期
間
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
、

応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
、
蛤
売
か
ら
「
魚
物
商
売
」
へ
と
拡
大
を
模
索
し
つ
づ
け
て

き
た
、
商
人
と
し
て
の
今
宮
神
人
＝
大
宮
駕
輿
丁
が
よ
う
や
く
獲
得
し
た
、
時
限
的

か
つ
安
定
的
な
商
圏
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

131

二
三

●
園
会
神
輿
駕
輿
丁
と
今
宮
神
人



お
わ
り
に

戦
国
時
代
、
混
乱
を
き
わ
め
た

園
会
の
式
日
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
を

境
と
し
て
安
定
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
元
亀
二
年
と
い
え
ば
、
織
田
信
長
に
よ

っ
て
山
門
延
暦
寺
が
焼
討
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
実
は
、

園
会
の
式
日
を
混
乱
さ

せ
て
き
た
、
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
と
い
う
の
も
、
こ
の
と
き
信
長
に
よ
っ
て
主
な

攻
撃
対
象
と
さ
れ
た
山
門
大
衆
（
衆
徒
と
山
徒
）
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る^2

。

こ
の
よ
う
に
、
織
田
政
権
の
時
代
、

園
会
は
、
よ
う
や
く
安
定
的
に
お
こ
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
今
宮
神
人
が

ど
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ひ
と
つ
わ
か

ら
な
い
。

た
だ
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
六
月
、
信
長
の
家
臣
で
所
司
代
で
あ
っ
た
村
井

貞
勝
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
書
を
だ
し
て
い
る
の
で
、
永
禄
年
間
の
こ
ろ
と
さ
ほ
ど
状

況
は
か
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

園
社
大
宮
駕
輿
丁
摂
津
国
今
宮
神
人
致
売
買
之
業
事
、
任
御
代
々
綸
旨

御
下

知
之
旨
、
可
専
朝
役
・
神
役
之
状
如
件
、

天
正
九
　
　
　
村
井
春
長
軒

六
月
七
日
　
　
　
　
貞
勝
（
花
押
）

摂
州
闕
郡

今
宮
惣
中^3

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
年
後
に
本
能
寺
の
変
が
お
こ
り
、
つ
ぎ
の
秀
吉
の
時

代
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
、
こ
の
豊
臣
政
権
の
時
代
に
お
け
る
状

況
と
い
う
の
は
、
史
料
に
乏
し
く
、
さ
ら
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
豊
臣
家
が
滅
ぶ
二
年
前
の
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
に
な
る

と
、
ふ
た
た
び
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

園
社
大
宮
駕
輿
丁
摂
津
国
今
宮
神
人
等
事
、
任
御
代
々
証
文
旨
、
令
諸
役
免
許

訖
、
弥
守
先
例
、
可
致
専
神
役
之
由
、
依
仰
、
下
知
如
件
、

慶
長
拾
八
年
二
月
日伊

賀
守
源
朝
臣

（
板
倉
勝
重
）

（
花
押^4

）

右
は
、
江
戸
幕
府
の
初
代
京
都
所
司
代
と
し
て
知
ら
れ
る
板
倉
勝
重
の
下
知
状
で
、

そ
の
文
面
は
、
村
井
貞
勝
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
か
し
、
こ
こ
で

も
一
点
だ
け
、
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
村
井
貞
勝
の
ほ
う
に
み
え
る

「
売
買
之
業
」
と
い
う
文
言
が
、
板
倉
勝
重
の
ほ
う
に
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

天
正
九
年
か
ら
慶
長
一
八
年
ま
で
の
お
よ
そ
三
〇
年
余
り
の
空
白
が
な
に
を
意
味

す
る
の
か
、
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
た
だ
、
こ
れ
ま
で

の
経
過
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
売
買
之
業
」
と
い
う
文
言
が
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
い
う
事
実
が
、
今
宮
神
人
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
変
化
で
あ
っ
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
変
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の

こ
そ
が
、
中
世
の
今
宮
神
人
に
と
っ
て
、

園
会
や
駕
輿
丁
が
も
た
ら
し
た
も
っ
と

も
重
要
な
意
味
合
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
今
宮
神
人
は
、
慶
応
四
年
（
一
八

六
八
）
に
い
た
る
ま
で
所
司
代
の
交
替
ご
と
に
、
右
の
板
倉
勝
重
下
知
状
と
ほ
ぼ
同

文
言
の
下
知
状
を
獲
得
し
つ
づ
け
る
と
と
も
に^5

、
大
宮
駕
輿
丁
と
し
て
の
所
役
を
つ

と
め
つ
づ
け
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
下
知
状
の
い
ず
れ
に
も
、
も
は

や
「
売
買
之
業
」
と
い
う
文
言
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
宮
神
人
は
、
近
世
以
降
、
純
粋
に
「
神
役
」
を
つ
と
め
る

「
神
人
」
と
し
て
、

園
会
と
の
関
係
を
維
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
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注q

天
和
三
年
閏
五
月
七
日
付

園
社
中
口
上
書
案
（『

園
社
記
』
第
二
四
、
増
補
続

史
料
大
成
『
八
坂
神
社
記
録
』
三
）。「

園
社
記
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
写
本
も
参
照
と
し
た
。

w

元
禄
八
年
五
月
一
八
日
付
社
務
執
行
宝
寿
院
祐
円
口
上
書
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』

三
三
〇
号
）。「
八
坂
神
社
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
写
真
帳
も

参
照
と
し
た
。

e

豊
田
武
「

園
社
を
め
ぐ
る
諸
座
の
神
人
」（『
経
済
史
研
究
』
第
一
八
巻
六
号
、

一
九
三
七
年
、
の
ち
に
同
『
座
の
研
究
　
豊
田
武
著
作
集
第
一
巻
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
）。

r

春
田
直
紀
「
漁
業
と
水
運
の
地
域
的
展
開
―
今
宮
魚
貝
商
人
の
京
都
進
出
―
」

（『
大
阪
府
漁
業
史
』
大
阪
府
漁
業
史
編
さ
ん
協
議
会
、
一
九
九
七
年
）。

t

拙
著
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

y

「
廣
田
神
社
文
書
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
本
）。

u

『
摂
津
名
所
図
会
』（
古
典
籍
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）。

i

『
続
群
書
類
従
』
補
遺
一
。

o

三
枝
暁
子
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
山
門
・

園
社
の
本
末
関
係
と
京
都
支
配
」

（『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
〇
編
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

!0

増
補
史
料
大
成
。

!1

『
師
郷
記
』（
史
料
纂
集
）
嘉
吉
二
年
六
月
一
四
日
条
。

!2

文
安
三
年
六
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『

園
社
記
』
第
一

六
）。

!3

『
本
朝
世
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
康
和
五
年
六
月
一
四
日
条
。

!4

下
坂
守
「
坂
本
の
馬
借
と
神
輿
振
り
（
上
）（
下
）」（『
京
都
市
史
編
さ
ん
通
信
』

一
七
九
・
一
八
〇
号
、
一
九
八
四
年
）、
同
「
堅
田
大
責
と
坂
本
の
馬
借
」（
北
西
弘

先
生
還
暦
記
念
会
編
『
中
世
社
会
と
一
向
一
揆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）。

!5

網
野
善
彦
「
中
世
の
飛
礫
に
つ
い
て
」（『
民
衆
史
研
究
』
二
三
号
、
一
九
八
二
年
、

の
ち
に
同
『
異
形
の
王
権
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）。
印
地
に
つ
い
て
は
、
中
沢
厚

『
つ
ぶ
て
　
も
の
と
人
間
の
文
化
史
44
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

!6

『
八
坂
神
社
記
録
』
一
。

!7

元
弘
三
年
五
月
二
四
日
付
内
蔵
寮
領
等
目
録
（
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
写
真

帳
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
文
書
」
一
）。

!8

文
安
二
年
五
月
日
付
大
宮
駕
輿
丁
等
申
状
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
一
七
九
号
）。

!9

注
r
春
田
氏
前
掲
論
文
も
、
同
じ
よ
う
な
作
業
を
さ
れ
て
い
る
が
、
収
載
さ
れ
た

書
籍
の
性
格
上
、
史
料
も
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
よ
り
く
わ
し
く
検

討
を
お
こ
な
っ
て
み
た
。

@0

『
八
坂
神
社
記
録
』
二
。

@1

『
続
群
書
類
従
』
補
遺
二
。

@2

「
京
都
便
覧
　
侍
所
頭
人
」（
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
　
10

年
表
・
事
典
』
学

芸
書
林
、
一
九
七
六
年
）。

@3

井
上
頼
寿
『
改
訂
京
都
民
俗
志
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
八
年
、
初
出
は
、
一
九
三

三
年
）。
な
お
、
石
井
筒
町
に
つ
い
て
は
、
五
島
邦
治
「『
石
井
筒
町
記
録
』
に
つ
い

て
―
織
田
信
長
に
よ
る
下
京
焼
き
討
ち
前
後
の
京
都
の
町
―
」（『
史
園
』
二
輯
、
二

〇
〇
〇
年
、
の
ち
に
同
『
京
都
　
町
共
同
体
成
立
史
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇

四
年
）
参
照
。

@4

文
安
三
年
六
月
五
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
共

編
『
室
町
幕
府
文
書
集
成
　
奉
行
人
奉
書
篇
』
上
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
、

三
〇
一
号
）

@5

文
安
三
年
六
月
六
日
慈
照
書
下
案
（『

園
社
記
』
第
一
六
）。

@6

（
文
安
三
年
カ
）
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（
同
右
）。

@7

丹
生
谷
哲
一
「
室
町
幕
府
の
下
級
官
僚
機
構
に
つ
い
て
」（『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』

第
Ⅱ
部
門
三
〇
巻
三
号
、
一
九
八
二
年
、
の
ち
に
同
『
検
非
違
使
―
中
世
の
け
が
れ

と
権
力
―
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）。

@8

今
谷
明
「『
東
山
殿
時
代
大
名
外
様
附
』
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
第
六
三
巻
六
号
、

一
九
八
〇
年
、
の
ち
に
同
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五

年
）。

@9

『
斎
藤
基
恒
日
記
』（
増
補
続
史
料
大
成
）
文
安
六
年
四
月
二
日
条
。

#0

下
坂
守
「
中
世
土
倉
論
」（
日
本
史
研
究
会
史
料
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』

創
元
社
、
一
九
七
八
年
、
の
ち
に
同
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二

〇
〇
一
年
）。

#1

文
安
四
年
四
月
二
九
日
に
亡
く
な
っ
た
、
足
利
義
教
の
「
御
本
妻
」
で
あ
る
日
野

宗
子
は
、
義
教
没
後
、「
観
智
院
」
と
号
し
て
い
た
が
（『
建
内
記
』
文
安
四
年
四
月
、
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紙
背
文
書
）、
あ
る
い
は
、
こ
の
「
観
智
院
」
と
「
観
地
院
」
と
が
関
係
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、「
御
料
所
」
と
い
う
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

理
解
し
や
す
く
な
る
。

#2

早
島
大
祐
「
足
利
義
政
親
政
期
の
財
政
再
建
」（『
史
林
』
第
八
二
巻
五
号
、
一
九

九
九
年
）、
同
「
中
世
後
期
社
会
の
展
開
と
首
都
」（『
日
本
史
研
究
』
四
八
七
号
、
二

〇
〇
三
年
）。
と
も
に
、
の
ち
に
同
『
首
都
の
経
済
と
室
町
幕
府
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）
に
所
収
。

#3

注
#0
下
坂
氏
前
掲
論
文
参
照
。

#4

同
右
。

#5

享
徳
二
年
六
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』
一

一
八
〇
・
一
一
八
一
号
）。

#6

康
正
三
年
六
月
六
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
新
修
八
坂
神
社
文
書
　
中

世
篇
』
九
二
号
）、
康
正
三
年
六
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『

園
社
記
』
第
一
六
）。

#7

史
料
纂
集
。

#8

明
徳
二
年
六
月
日
付
魚
市
問
丸
等
請
文
（
内
閣
文
庫
所
蔵
「
山
科
家
古
文
書
」）。

#9

文
亀
二
年
六
月
七
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『
新
修
八
坂
神
社
文
書

中
世
篇
』
一
四
〇
号
、『

園
社
記
』
第
一
六
）。

$0

注
r
春
田
氏
前
掲
論
文
は
、「
今
宮
神
人
の
商
売
が
一
五
世
紀
の
半
ば
ま
で
は
「
蛤

売
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、「
魚
物
商
売
」
へ
と
呼
称
を
変
化
さ
せ
て
い
る
点
」
に

注
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
、
卓
見
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、「
文
亀
二
年

に
は
こ
の
流
通
独
占
の
状
態
に
も
陰
が
さ
し
は
じ
め
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

文
亀
二
年
の
奉
行
人
連
署
奉
書
の
内
容
を
額
面
ど
お
り
う
け
と
っ
た
う
え
で
の
理
解

で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
か
ら
今
宮
神
人
が
「
魚
物
商
売
」

を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
動
き
を
み
る
か

ぎ
り
、
今
宮
神
人
に
よ
る
「
魚
物
商
売
」
は
、
こ
の
時
期
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
段
階

に
本
格
的
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

$1

文
亀
二
年
六
月
一
九
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』
一

一
八
二
号
）。

$2

同
右
。

$3

文
亀
三
年
六
月
五
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『
新
修
八
坂
神
社
文
書

中
世
篇
』
一
四
四
号
、『

園
社
記
』
第
一
六
）。

$4

永
正
九
年
六
月
七
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『

園
社
記
』
第
一
六
）。

$5

永
正
一
三
年
一
二
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状
案
（『
政
所
方
引

付
』、
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
二
巻
　
室
町
幕
府
法
』
岩

波
書
店
、
一
九
五
七
年
）。

$6

享
禄
二
年
一
二
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状
案
（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
影
写
本
「
古
文
書
集
」
一
）。
な
お
、
注
r
春
田
氏
前
掲
論
文
で
は
、『
京
都

大
学
所
蔵
文
書
』
と
し
て
、
同
年
紀
の
文
書
を
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
振
売
六
角
町

等
商
人
」
と
な
っ
て
い
る
。

$7

注
t
拙
著
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』
第
一
部
第
二
章
参
照
。

$8

同
右
。

$9

永
正
一
五
年
六
月
一
四
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』

二
九
六
号
）。

%0

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
二
巻
　
室
町
幕
府
法
』
追
加

法
。

%1

注
$8
参
照
。

%2

同
右
。

%3

同
右
。

%4

『
別
本
賦
引
付
』
四
（
桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
、
近

藤
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）、『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
一
六
、
大
永
二
年
六
月
六

日
条
。

%5

大
永
二
年
六
月
六
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

影
写
本
「
今
宮
村
文
庫
文
書
」）、
同
上
文
書
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
一
八
四
号
）。

%6

『
別
本
賦
引
付
』
四
。

%7

『
大
館
常
興
日
記
紙
背
文
書
』（
桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上

巻
）。

%8

永
禄
三
年
一
二
月
一
〇
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
下
知
状
（「
今
宮
村
文
庫
文

書
」）、
同
上
案
（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
一
八
八
号
）。

%9

弘
治
三
年
四
月
一
〇
日
付
後
奈
良
天
皇
綸
旨
（「
今
宮
村
文
庫
文
書
」）、
同
上
案

（『
八
坂
神
社
文
書
』
一
一
八
七
号
）。
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●
園
会
神
輿
駕
輿
丁
と
今
宮
神
人

^0

永
禄
七
年
一
二
月
二
七
日
付
室
町
幕
府
政
所
執
事
加
判
下
知
状
案
（
京
都
大
学
総

合
博
物
館
所
蔵
「
古
文
書
集
」）。

^1

大
山
喬
平
「
供
御
人
・
神
人
・
寄
人
」（『
日
本
の
社
会
史
　
第
６
巻
　
社
会
的
諸

集
団
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
の
ち
に
同
『
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ス
ト
社
会
・
中

世
日
本
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。

^2

注
$7
参
照
。

^3

天
正
九
年
六
月
七
日
付
村
井
貞
勝
判
物
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
廣
田

神
社
文
書
」）。

^4

慶
長
一
八
年
二
月
日
付
板
倉
勝
重
下
知
状
（「
今
宮
村
文
庫
文
書
」）。

^5

今
宮
神
人
に
宛
て
て
だ
さ
れ
た
京
都
所
司
代
下
知
状
を
一
覧
表
に
し
た
表
２
参
照
。

（
奈
良
大
学
文
学
部
助
教
授
）

（
付
記
）
史
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
関
係
諸
機
関
に
対
し
て
、
記
し
て
感
謝
の

意
を
あ
ら
わ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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表２　京都所司代下知状一覧
西暦 年・月・日 文書名 典　　　　　拠

１ 1613 慶長18・２・ 板倉勝重下知状 今宮村文庫文書・八坂神社文書1192
２ 1620 元和６・２・ 板倉重宗下知状 今宮村文庫文書・八坂神社文書1193
３ 1656 明暦２・４・ 牧野親成下知状 今宮村文庫文書・八坂神社文書1194
４ 1671 寛文11・12・28 永井尚庸下知状案 八坂神社文書1195
５ 1677 延宝５・６・15 戸田忠政下知状案 八坂神社文書1196
６ 1682 天和２・７・27 稲葉正通下知状案 八坂神社文書1197
７ 1686 貞享３・６・18 土屋政直下知状案 八坂神社文書1198
８ 1688 貞享５・９・22 内藤重頼下知状案 八坂神社文書1199
９ 1691 元禄４・８・27 松平信興下知状案 八坂神社文書1200
10 1692 元禄５・９・21 小笠原長重下知状案 八坂神社文書1201
11 1697 元禄10・９・21 松平信庸下知状案 八坂神社文書1202
12 1715 正徳５・７・3 水野忠之下知状案 広田神社文書
13 1718 享保３・11・朔 松平忠周下知状案 八坂神社文書1203
14 1728 享保13・９・3 牧野英成下知状案 広田神社文書
15 1734 享保19・11・11 土岐頼稔下知状案 広田神社文書
16 1743 寛保３・４・朔 牧野貞通下知状案 広田神社文書
17 1750 寛延３・３・15 松平資訓下知状案 広田神社文書
18 1752 宝暦２・８・25 酒井忠用下知状案 広田神社文書
19 1756 宝暦６・10・26 松平輝高下知状案 広田神社文書
20 1759 宝暦９・８・16 井上正経下知状案 広田神社文書
21 1761 宝暦11・９・28 阿部正右下知状案 広田神社文書
22 1765 明和２・２・5 阿部正允下知状案 広田神社文書
23 1770 明和７・６・29 土井利里下知状案 広田神社文書
24 1778 安永７・２・3 久井広明下知状案 広田神社文書
25 1782 天明２・２・22 牧野貞長下知状案 広田神社文書
26 1785 天明５・２・7 戸田忠寛下知状案 広田神社文書
27 1788 天明８・９・23 松平乗完下知状案 広田神社文書
28 1789 寛政元・閏６・ 太田資愛下知状案 広田神社文書
29 1797 寛政９・４・ 堀田正順下知状案 広田神社文書
30 1799 寛政11・５・ 牧野忠精下知状案 広田神社文書
31 1802 享和２・２・ 土井利厚下知状案 広田神社文書
32 1804 文化元・８・ 稲葉正 下知状案 広田神社文書
33 1807 文化４・５・ 阿部正由下知状案 広田神社文書
34 1809 文化６・７・ 酒井忠進下知状案 広田神社文書
35 1816 文化13・２・ 大久保忠真下知状案 広田神社文書
36 1819 文政２・２・ 松平乗寛下知状案 広田神社文書
37 1823 文政６・３・ 内藤信教下知状案 広田神社文書
38 1825 文政８・12・ 松平康任下知状案 広田神社文書
39 1827 文政10・７・ 水野忠邦下知状案 広田神社文書
40 1829 文政12・５・ 本庄宗発下知状案 広田神社文書
41 1831 天保２・11・ 太田資始下知状案 広田神社文書
42 1834 天保５・10・ 松平信順下知状案 広田神社文書
43 1837 天保８・10・ 土井利位下知状案 広田神社文書
44 1838 天保９・９・ 間部詮勝下知状案 広田神社文書
45 1841 天保12・２・ 牧野忠雅下知状案 広田神社文書
46 1851 嘉永４・３・ 内藤信親下知状案 広田神社文書
47 1852 嘉永５・５・ 脇坂安宅下知状案 広田神社文書
48 1858 安政５・４・ 本多忠民下知状案 広田神社文書
49 1859 安政６・３・ 酒井忠義下知状案 広田神社文書
50 1863 文久３・２・ 牧野中恭下知状案 広田神社文書
51 1863 文久３・11・ 稲葉正邦下知状案 広田神社文書
52 1865 慶応元・閏５・ 松平定敬下知状案 広田神社文書
53 1868 慶応４・５・27 神祇官辞令 八坂神社文書1204


